
 
  

【表紙】

【提出書類】 半期報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成18年12月25日

【中間会計期間】 第10期中(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日)

【会社名】 株式会社テレウェイヴ

【英訳名】 TELEWAVE, INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  齋藤 真織

【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿二丁目４番１号

【電話番号】 03(5339)2301

【事務連絡者氏名】 取締役 財務経理部長  滝ヶ崎 裕二

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿二丁目４番１号

【電話番号】 03(5339)2301

【事務連絡者氏名】 取締役 財務経理部長  滝ヶ崎 裕二

【縦覧に供する場所】 株式会社ジャスダック証券取引所

 (東京都中央区日本橋茅場町一丁目４番９号)



第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

  

 
(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 純資産額の算定にあたり、第10期中より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基

準委員会 平成17年12月９日 企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基

準等の適用指針」（企業会計基準委員会 平成17年12月９日 企業会計基準適用指針第８号）を適用してお

ります。 

３ 平成17年５月20日付で株式１株につき４株の株式分割を、平成18年３月１日付で株式１株につき２株の株式

分割を行っております。 

  

第一部 【企業情報】

回次 第８期中 第９期中 第10期中 第８期 第９期

会計期間

自 平成16年 
  ４月１日 
至 平成16年 
  ９月30日

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日

自 平成16年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ３月31日

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日

(1) 連結経営指標等

売上高 (千円) 5,943,657 9,279,691 12,268,182 13,175,082 20,329,718

経常利益 (千円) 857,154 1,751,356 699,641 2,401,199 4,301,470

中間(当期)純利益 (千円) 456,453 930,541 217,940 1,354,357 2,398,823

純資産額 (千円) 6,513,667 8,537,428 20,976,881 7,672,350 11,242,292

総資産額 (千円) 9,255,451 12,249,101 24,676,327 11,982,843 21,555,958

１株当たり純資産額 (円) 110,567.94 35,876.78 40,208.51 129,511.22 23,534.96

１株当たり中間(当期) 
純利益金額

(円) 8,283.88 3,926.12 432.35 23,472.38 5,026.55

潜在株式調整後 
１株当たり中間(当期) 
純利益金額

(円) 8,100.98 3,855.58 426.15 23,044.30 4,923.59

自己資本比率 (％) 70.4 69.7 83.8 64.0 52.2

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) 973,471 1,891,820 △1,399,113 1,877,393 2,734,763

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △1,422,211 △692,913 △806,937 △2,928,859 △6,385,745

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) 3,560,146 △1,068,544 5,280,121 4,215,455 4,110,250

現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高

(千円) 4,848,536 5,031,482 8,434,459 4,901,120 5,360,388

従業員数
(外、平均臨時雇用者数)

(人)
576
(255)

1,000
(368)

1,733
(630)

719
(232)

1,285
(425)



 
(注) １ 営業収入には、消費税等は含まれておりません。 

２ 純資産額の算定にあたり、第10期中より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基

準委員会 平成17年12月９日 企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基

準等の適用指針」（企業会計基準委員会 平成17年12月９日 企業会計基準適用指針第８号）を適用してお

ります。 

３ 平成17年５月20日付で株式１株につき４株の株式分割を、平成18年３月１日付で株式１株につき２株の株式

分割を行っております。 

  

回次 第８期中 第９期中 第10期中 第８期 第９期

会計期間

自 平成16年 
  ４月１日 
至 平成16年 
  ９月30日

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日

自 平成16年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ３月31日

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日

(2) 提出会社の経営指標等

営業収入 (千円) 583,627 1,193,563 3,222,014 793,388 2,406,711

経常利益 (千円) 424,417 763,927 2,652,642 435,984 1,773,304

中間(当期)純利益 (千円) 429,086 752,625 2,563,336 433,625 1,753,960

資本金 (千円) 2,261,971 2,293,994 7,717,992 2,263,951 2,315,047

発行済株式総数 (株) 58,998.5 238,146 515,302 59,218.5 477,924

純資産額 (千円) 5,259,947 6,278,620 20,331,467 5,592,224 8,510,427

総資産額 (千円) 5,698,776 6,453,264 20,485,015 6,817,693 14,783,059

１株当たり純資産額 (円) 89,286.35 26,376.89 39,469.32 94,329.38 17,809.89

１株当たり中間(当期) 
純利益金額

(円) 7,787.20 3,175.46 5,085.17 7,336.46 3,669.63

潜在株式調整後 
１株当たり中間(当期) 
純利益金額

(円) 7,615.27 3,118.41 5,012.23 7,202.66 3,594.62

１株当たり配当額 (円) ― ― ― 2,000 450

自己資本比率 (％) 92.3 97.3 99.1 82.0 57.6

従業員数
(外、平均臨時雇用者数)

(人)
29
(3)

48
(4)

83
(9)

40
(2)

68
(4)



２ 【事業の内容】 

当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、

重要な変更はありません。なお、主要な関係会社の異動は、「第１ 企業の概況 ３．関係会社の状況」

に記載のとおりであります。 

  

３ 【関係会社の状況】 

当中間連結会計期間において、以下の会社が新たに提出会社の関係会社となりました。 

 
（注）１．主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しています。 

２．議決権の所有割合の（ ）内は、間接所有割合で内数となっております。 

３．株式会社アペックス・インターナショナルの議決権の所有割合は、100分の50以下でありますが、実質的に

支配しているため子会社としております。 

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成18年９月30日現在 

 
(注) １ 従業員数は、就業人員(当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの

出向者を含む)であり、臨時従業員数は( )内に当中間連結会計期間の平均人員を外数で記載しておりま

す。 

２ 臨時従業員はアルバイトであり、派遣社員は除いております。 

３ 全社(共通)として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているも

のであります。 

４ 従業員数が当中間連結会計期間において448名増加しておりますが、これは主に事業拡大に伴う新規採用に

よる増加であります。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成18年９月30日現在 

 
(注) １ 従業員数は、就業人員(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む)であり、臨時従業

員数は( )内に当中間会計期間の平均人員を外数で記載しております。 

名称 住所
資本金
（百万円）

主要な事業内容
議決権の
所有割合
（％）

関係内容

(連結子会社）

株式会社築地魚河岸やっち
ゃば倶楽部

東京都中央区 50 ソリューション事業 100.0
資金支援 
役員３名兼任

株式会社アペックス・イン
ターナショナル 
（注２、３）

東京都中央区 50 ソリューション事業
40.0 資金援助 

役員２名兼任(40.0)

株式会社キュアリアス
東京都武蔵野
市

144 ソリューション事業 63.5 役員１名兼任

株式会社ドリームエナジー
コンサルティング

東京都港区 3 ソリューション事業 100.0
資金援助 
役員１名兼任

（持分法適用関連会社）

１社 ― ― ― ―  ―

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(人)

ソリューション事業 1,418(498)

情報通信機器事業 160(117)

全社(共通) 155(15)

合計 1,733(630)

従業員数(人) 83(9)



２ 臨時従業員はアルバイトで、派遣社員は除いております。 

３ 従業員数が当中間会計期間において15名増加しておりますが、これは主に事業拡大に伴い管理部門の人員を

増員したことによるものであります。 

  

(3) 労働組合の状況 

当社には労働組合はありませんが、労使関係は円満に推移しております。 

  



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間連結会計期間における当社グループは、平成18年５月29日付けの中期経営計画に基づき、主力

のソリューション事業における更なる収益性向上を図り、既存顧客に対する経営支援サービスを拡充す

るとともに、既存事業の柱であるＩＴパッケージの新規顧客開拓をさらに成長させることを重点戦略と

して取り組んでまいりました。 

 以下のとおり、セグメント別に具体的に記載する理由等により、結果として、売上高は12,268百万円

（前年同期比32.2％増）、経常利益699百万円（同60.1％減）、中間純利益217百万円（同76.6％減）の

増収減益となりました。 

  

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

・ソリューション事業 

ソリューション事業におきましては、前連結会計年度より経営支援サービスのメニュー拡充、提供

体制の構築を図るとともに、ＩＴパッケージ提供を経験した営業要員の一部を、経営支援サービスの

提案を行う専門の営業要員とすることで経営支援サービス体制の拡充を図ってまいりました。 

 また、顧客ニーズが高く、潜在顧客数も多いＩＴパッケージ提供の新規顧客開拓については、大幅

な新卒社員の採用により営業要員の増員を行ったほか、新たな販売チャネルへのＩＴパッケージ商材

の卸販売を展開いたしました。 

 ソリューション事業の収益の多くを占めるＩＴパッケージの提供において、売上高の規模は営業要

員を拡充したことで底上げすることができ、前年同期比68.7％の増加となりましたが、新卒社員を含

めた営業要員の営業生産性が、当第２四半期において向上しなかったことが、当事業の営業利益率を

大きく悪化させた要因となりました。 

 当中間連結会計期間におきましては、４月に入社した338名の新卒社員により大幅な組織規模の拡

大を行っていることから、まず新卒社員によるアポイントメント獲得能力の向上に重点を置いた育成

を行った結果、第１四半期から第２四半期前半にかけてアポイントメント獲得能力・件数は大きく伸

びる結果となりました。 

 しかしながら、従来、アポイントメント獲得能力向上後は、業種ごとの各事業部において契約獲得

ノウハウを身につけておりましたが、受注活動を経験した営業要員を積極的に経営支援サービス部門

に異動させたこともあり、第２四半期後半に計画していた営業生産性の水準まで引き上げることがで

きませんでした。 

 これらの活動の結果、当初計画におけるＩＴパッケージ提供の営業一人当たり売上高は、前第２四

半期では約300万円程度でありましたが、当第２四半期では月額約200万円程度に悪化いたしました。

このことが、利益率の低下を招いた最大の要因であります。 

 以上により、ソリューション事業においては、売上高10,235百万円（前年同期比68.7％増）、営業

利益824百万円（同39.9％減）となりました。 

  



・情報通信機器事業 

情報通信機器事業におきましては、既にマーケットが成熟化し、事業収益もソリューション事業に

比べると低い状況にあることから、事業将来性の高いソリューション事業に経営リソースを集中させ

ることを目的に、前連結会計年度の下半期以降において、一部人員のソリューション事業への異動を

継続的に実施しておりますが、当中間連結会計期間においても、さらに人員のシフトを加速させるこ

とを行っております。 

 以上により、情報通信機器事業は、本社部門等の間接コストの配賦が賄えず、売上高2,032百万円

（前年同期比36.7％減）、営業損失54百万円（前年同期は営業利益379百万円）となりました。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、以下の各キ

ャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因により、前連結会計年度末に比べて3,074百万円増加し、

当中間連結会計期間末は8,434百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、1,399百万円の減少（前中間連結会計期間は1,891百万円の増

加）となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益が529百万円と大きく減少した上に、売上債

権の増加による資金の減少761百万円や開業支援サービスにおける有形固定資産の取得による支出等に

よる資金の減少383百万円、法人税等の支払いによる資金の減少1,383百万円によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は806百万円（前中間連結会計期間は692百万円の減少）となりました。

これは主に、保有していた投資有価証券の売却による収入1,086百万円、資本提携を伴う株式の取得に

よる支出758百万円、新たに子会社となった株式会社築地魚河岸やっちゃば倶楽部、株式会社アペック

ス・インターナショナル、株式会社ドリームエナジーコンサルティング、株式会社キュアリアスの株式

の取得による支出612百万円によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果得られた資金は5,280百万円（前中間連結会計期間は1,068百万円の減少）となりまし

た。これは主に、５、６月に実施しました時価発行公募増資及び第三者割当増資等により10,747百万円

の収入がありましたが、短期借入金の返済として6,215百万円を支出したことによるものであります。 

  



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 仕入実績 

当中間連結会計期間の仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

  

 
(注) 本表の金額は仕入価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。 

  

(2) 販売実績 

当中間連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

  

 
(注) １ 本表の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 最近２中間連結会計期間の主な相手先別販売実績及び総販売実績に対する割合、品目別販売実績、地域別販

売実績は次のとおりであります。 

  

① 主な相手先別販売実績 

  

 
(注) 本表の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

事業の種類別セグメントの名称
当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前年同期比(％)

ソリューション事業(千円) 1,953,328 304.6

情報通信機器事業(千円) 375,820 56.7

合計(千円) 2,329,149 178.6

事業の種類別セグメントの名称
当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前年同期比(％)

ソリューション事業(千円) 10,235,334 168.7

情報通信機器事業(千円) 2,032,848 63.3

合計(千円) 12,268,182 132.2

相手先

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

金額(千円) 割合(％) 金額(千円) 割合(％)

㈱クレディセゾン 3,911,783 42.2 4,110,343 33.5

オリックス㈱ 2,075,531 22.4 1,637,741 13.3



② 品目別販売実績 

  

 
(注) １ 本表の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 士業向けソリューションは、前々連結会計年度の第４四半期より販売活動を開始致しましたので、前中間連

結会計期間については、前年同期比を記載しておりません。 

３ 製造業向けソリューションは、前中間連結会計期間より販売活動を開始致しましたので、前中間連結会計期

間については、前年同期比を記載しておりません。 

４ ロイヤルハウスは、前々連結会計年度の第４四半期に新たに株式を取得した子会社であるため、前中間連結

会計期間については、前年同期比を記載しておりません。 

  

品目別

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

金額(千円) 前年同期比(％) 金額(千円) 前年同期比(％)

ソリューション事業計 6,068,752 191.5 10,235,334 168.7

小売業向け 
ソリューション

2,384,546 188.7 3,022,151 126.7

工務店及び工事会社向け 
ソリューション

1,323,626 158.3 1,420,877 107.3

医療機関向け 
ソリューション

605,429 141.8 1,634,858 270.0

飲食業・仲卸業向け 
ソリューション

175,107 113.2 815,118 465.5

教育業向け 
ソリューション

102,023 79.6 3,224 3.2

美容業向け 
ソリューション

105,630 89.6 83,579 79.1

士業向け 
ソリューション

97,054 ― 135,840 140.0

製造業向け 
ソリューション

116,414 ― 696,187 598.0

ロイヤルハウス 712,101 ― 793,097 111.4

工事ドットネット 294,363 129.2 271,131 92.1

その他 152,454 1,175.2 1,359,267 891.6

情報通信機器事業計 3,210,938 115.7 2,032,848 63.3

合計 9,279,691 156.1 12,268,182 132.2



③ 地域別販売実績 

  

 
(注) １ 本表の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３ 北海道地域のソリューション事業は、当中間連結会計期間より販売活動を開始致しましたので、前年同期比

を記載しておりません。 

２ 北海道地域の情報通信機器事業は、前中間連結会計期間より販売活動を開始致しましたので、前中間連結会

計期間については前年同期比を記載しておりません。 

  

地域別

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

金額(千円) 前年同期比(％) 金額(千円) 前年同期比(％)

関東地域

ソリューション事業 2,924,690 165.1 6,178,687 211.3

情報通信機器事業 1,490,479 99.7 1,077,619 72.3

関西地域

ソリューション事業 1,039,934 174.8 1,163,589 111.9

情報通信機器事業 512,002 101.5 222,093 43.4

東海地域

ソリューション事業 1,558,196 354.6 1,810,532 116.2

情報通信機器事業 526,986 108.4 335,851 63.7

東北地域

ソリューション事業 152,292 260.5 139,170 91.4

情報通信機器事業 207,118 109.9 166,285 80.3

九州地域

ソリューション事業 317,152 142.0 628,292 198.1

情報通信機器事業 242,746 243.6 131,536 54.2

中国地域

ソリューション事業 76,485 94.8 310,111 405.4

情報通信機器事業 199,692 15,251.9 98,183 49.2

北海道地域

ソリューション事業 ― ― 6,229 ―

情報通信機器事業 31,912 ― ― ―

合計
ソリューション事業及び 
情報通信機器事業

9,279,691 156.1 12,268,182 132.2



３ 【対処すべき課題】 

「１ 業績等の概要 (1) 業績」に記載するとおり、当中間連結会計期間におきまして、当連結会計年

度の当初通期計画と現時点における通期見通しに大きな乖離が生じることとなりました。その状況に対す

る当下半期の施策を反映した事業の種類別セグメントごとの対処すべき課題は、以下のとおりでありま

す。 

・ソリューション事業 

 ①営業生産性の向上 

当社グループは、ＩＴパッケージ営業における営業生産性が業績に与える影響が大きいことから、営

業生産性の向上を最重要課題として取り組んでまいります。 

 次の事項を当下半期で実施し、中期的な営業生産性の引き上げに全力を尽くします。 

・訪問営業要員のシフト 

 当中間連結会計期間までに経営支援サービスの分野等にシフトさせた訪問営業要員のうち約20名を再

度ＩＴパッケージ営業に戻すとともに、情報通信機器事業の訪問営業要員約50名をソリューション事業

へシフトいたします。 

・営業効率向上施策の実施 

 新たに営業生産性の管理を行う専門部署を設置し、各営業要員及びマネジメントがリアルタイムに各

種指標を確認できるシステムを導入したほか、営業効率を向上させるための、訪問営業教育システムの

見直し、最適なチームユニット編成の管理、成功提案事例の定型化、各種営業ツールの提供等を行い、

営業要員のクオリティコントロールとそのモニタリングの強化を図ってまいります。 

 また、当中間連結会計期間において本格展開した卸販売につきましても営業生産性の向上につながる

ことから、引き続き拡大してまいります。 

 ②経営支援サービスとカスタマーサポート 

「モノ・ヒト・カネ」の経営支援サービスを顧客のニーズに即して提供し、サービスの提供を継続し

ていただけるようカスタマーサポート体制を強化してまいりました。今後につきましては、当下半期か

ら経営支援サービス要員とカスタマーサポート要員の配分を見直し、これまで以上に顧客企業と密接な

関係を構築することで、各種経営支援サービスの提供による顧客の収益力向上と連動した顧客満足度向

上を推進してまいります。 

 ③経営支援サービス事業及び新規事業の取組み 

経営支援サービスにおきましては、顧客ニーズが高く、安定的で高い収益率のあるサービスになるこ

とから、当連結会計年度より拡大しておりますが、その取組み優先順位を厳格化した上で、効率的に経

営支援サービス事業を拡充してまいります。 

 また、今後展開する新規事業におきましても、投資基準を厳格にし、グループ全体での事業ポートフ

ォリオを勘案した上で、効率的且つタイムリーに参入できるよう努めてまいります。 

  

・情報通信機器事業 

情報通信機器事業におきましては、既にマーケットが成熟化し、事業収益もソリューション事業に比

べると低い状況にあることから、事業将来性の高いソリューション事業に経営リソースを集中させるこ

とを目的に、前連結会計年度の下半期以降において、一部人員のソリューション事業への異動を継続的

に実施しております。当中間連結会計期間においても、さらに人員のシフトを加速させることを行って

おります。 

  

４ 【経営上の重要な契約等】 



当中間連結会計期間において、新たに締結した経営上の重要な契約等はありません。 

  

５ 【研究開発活動】 

特記すべき事項はありません。 

  



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の新設について、重要な

変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありま

せん。 

  



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

 
  

② 【発行済株式】 

  

 
(注) 「提出日現在発行数」には、平成18年12月１日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行

された株式数は含まれておりません。 

  

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 1,752,000

計 1,752,000

種類
中間会計期間末 
現在発行数(株) 
(平成18年９月30日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成18年12月25日)

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名

内容

普通株式 515,302 515,650
ジャスダック
証券取引所

―

計 515,302 515,650 ― ―



(2) 【新株予約権等の状況】 

① 旧商法の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 

平成14年８月５日 臨時株主総会決議 

 
（注）１．「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由により権利を喪失した者に

割当られた「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」を減じております。 

２．平成15年11月20日付で株式１株を1.5株、平成17年５月20日付で株式１株を４株、平成18年３月１日付で株

式１株を２株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株

予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本

組入額」が調整されております。 

  

中間会計期間末現在
(平成18年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成18年11月30日)

新株予約権の数（注１） 37個 37個

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（注１、２） 444株 444株

新株予約権の行使時の払込金額（注２） １株当たり 2,250円 同左

新株予約権の行使期間
平成16年８月６日から
平成20年８月５日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額（注２）

発行価格  2,250円
資本組入額  1,125円

同左

新株予約権の行使の条件

① 当社または当社連結子会

社の取締役、監査役、あ

るいは従業員として新株

予約権の割当を受けた者

は、権利行使時において

も当社または当社連結子

会社の取締役、監査役、

あるいは従業員であるこ

とを要するものとする。

ただし、任期満了による

退任、定年退職の場合は

この限りではない。

①     同左

② 新株予約権の割当を受け

た者が権利行使期間中に

死亡した場合、相続人が

その権利を承継するもの

とする。

②     同左

③ その他の条件は、取締役

会決議に基づき当社と新

株予約権者との間で締結

する新株予約権割当契約

の定めるところによる。

③     同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡するには、

当社取締役会の承認を要す

る。

同左

代用払込みに関する事項 － －



平成15年６月27日 定時株主総会決議 

 
（注）１．「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由により権利を喪失した者に

割当られた「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」を減じております。 

２．平成15年11月20日付で株式１株を1.5株、平成17年５月20日付で株式１株を４株、平成18年３月１日付で株

式１株を２株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株

予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本

組入額」が調整されております。 

  

中間会計期間末現在
(平成18年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成18年11月30日)

新株予約権の数（注１） 124個 119個

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（注１、２） 1,488株 1,428株

新株予約権の行使時の払込金額（注２） １株当たり 31,105円 同左

新株予約権の行使期間
平成17年７月１日から
平成21年６月30日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額（注２）

発行価格  31,105円
資本組入額 15,553円

同左

新株予約権の行使の条件

① 新株予約権を行使するた

めには、その割当を受け

た時から権利行使時に至

るまでの間、継続して当

社または当社連結子会社

の取締役、監査役または

従業員のいずれかに在任

または在職することを要

する。ただし、任期満了

による退任、定年退職、

その他取締役会が正当な

理由があると認めた場合

はこの限りではない。

①     同左

② 新株予約権の割当を受け

た者が権利行使期間中に

死亡した場合、相続人が

その権利を承継する。

②     同左

③ その他の条件は、取締役

会決議に基づき当社と新

株予約権者との間で締結

する新株予約権割当契約

の定めるところによる。

③     同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡するには、

当社取締役会の承認を要す

る。

同左

代用払込みに関する事項 － －



平成16年６月29日 定時株主総会決議 

 
（注）１．「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由により権利を喪失した者に

割当られた「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」を減じております。 

２．平成17年５月20日付で株式１株を４株、平成18年３月１日付で株式１株を２株とする株式分割を行っており

ます。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予

約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。 

  

中間会計期間末現在
(平成18年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成18年11月30日)

新株予約権の数（注１） 690個 654個

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（注１，２） 5,520株 5,232株

新株予約権の行使時の払込金額（注２） １株当たり 151,607円 同左

新株予約権の行使期間
平成18年７月１日から
平成22年６月30日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額（注２）

発行価格 151,607円
資本組入額  75,084円

同左

新株予約権の行使の条件

① 新株予約権を行使するた

めには、その割当を受け

た時から権利行使時に至

るまでの間、継続して当

社または当社連結子会社

の取締役、監査役または

従業員のいずれかに在任

または在職することを要

する。ただし、任期満了

による退任、定年退職、

その他取締役会が正当な

理由があると認めた場合

はこの限りではない。

①     同左

② 新株予約権の割当を受け

た者が権利行使期間中に

死亡した場合、相続人が

その権利を承継する。

②     同左

③ その他の条件は、取締役

会決議に基づき当社と新

株予約権者との間で締結

する新株予約権割当契約

の定めるところによる。

③     同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡するには、

当社取締役会の承認を要す

る。

同左

代用払込みに関する事項 － －



平成17年６月29日 定時株主総会決議（平成17年７月26日 取締役会決議） 

 
（注）１．「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由により権利を喪失した者に

割当られた「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」を減じております。 

２．平成18年３月１日付で株式１株を２株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的と

なる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。 

  

中間会計期間末現在
(平成18年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成18年11月30日)

新株予約権の数（注１） 6,151個 6,083個

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（注１、２） 12,302株 12,166株

新株予約権の行使時の払込金額（注２） １株当たり 285,705円 同左

新株予約権の行使期間
平成19年７月１日から
平成23年６月30日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額（注２）

発行価格 285,705円
資本組入額 142,853円

同左

新株予約権の行使の条件

① 新株予約権を行使するた

めには、その割当を受け

た時から権利行使時に至

るまでの間、継続して当

社または当社連結子会社

の取締役、監査役または

従業員のいずれかに在任

または在職することを要

する。ただし、任期満了

による退任、定年退職、

その他取締役会が正当な

理由があると認めた場合

はこの限りではない。

①     同左

② 新株予約権の割当を受け

た者が権利行使期間中に

死亡した場合、相続人が

その権利を承継する。

②     同左

③ その他の条件は、取締役

会決議に基づき当社と新

株予約権者との間で締結

する新株予約権割当契約

の定めるところによる。

③     同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡するには、

当社取締役会の承認を要す

る。

同左

代用払込みに関する事項 － －



平成17年６月29日 定時株主総会決議（平成18年１月27日 取締役会決議） 

 
（注）１．「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由により権利を喪失した者に

割当られた「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」を減じております。 

２．平成18年３月１日付で株式１株を２株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的と

なる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。 

  

中間会計期間末現在
(平成18年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成18年11月30日)

新株予約権の数（注１） 1,116個 1,114個

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（注１、２） 2,232株 2,228株

新株予約権の行使時の払込金額（注２） １株当たり 497,286円 同左

新株予約権の行使期間
平成19年７月１日から
平成23年６月30日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額（注２）

発行価格 497,286円
資本組入額 248,643円

同左

新株予約権の行使の条件

① 新株予約権を行使するた

めには、その割当を受け

た時から権利行使時に至

るまでの間、継続して当

社または当社連結子会社

の取締役、監査役または

従業員のいずれかに在任

または在職することを要

する。ただし、任期満了

による退任、定年退職、

その他取締役会が正当な

理由があると認めた場合

はこの限りではない。

①     同左

② 新株予約権の割当を受け

た者が権利行使期間中に

死亡した場合、相続人が

その権利を承継する。

②     同左

③ その他の条件は、取締役

会決議に基づき当社と新

株予約権者との間で締結

する新株予約権割当契約

の定めるところによる。

③     同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡するには、

当社取締役会の承認を要す

る。

同左

代用払込みに関する事項 － －



② 会社法第361条第１項３号の規定に基づき、当社の取締役報酬等のうち金銭でないものとして発行し

た新株予約権は、次のとおりであります。 

平成18年６月29日 定時株主総会決議 

 
（注）「第５ 経理の状況 １ 中間連結財務諸表等 (1)中間連結財務諸表 注記事項（重要な後発事象）及び２ 中間財

務諸表等 (1)中間財務諸表 注記事項（重要な後発事象）」に記載のとおり、平成18年６月29日定時株主総会決

議に基づき発行した新株予約権は、平成18年12月21日開催の取締役会決議に基づき、同日付で当社が無償で取

得及び消却しております。 

  

中間会計期間末現在
(平成18年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成18年11月30日)

新株予約権の数 1,000個 1,000個

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数 1,000株 1,000株

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり 347,000円 同左

新株予約権の行使期間
平成20年７月１日から
平成24年６月30日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額

発行価格 347,000円
資本組入額 173,500円

同左

新株予約権の行使の条件

① 新株予約権を行使するた

めには、その割当を受け

た時から権利行使時に至

るまでの間、継続して当

社または当社連結子会社

の取締役、監査役または

従業員のいずれかに在任

または在職することを要

する。ただし、任期満了

による退任、定年退職、

その他取締役会が正当な

理由があると認めた場合

はこの限りではない。

①     同左

② 新株予約権の割当を受け

た者が権利行使期間中に

死亡した場合、相続人が

その権利を承継する。

②     同左

③ その他の条件は、取締役

会決議に基づき当社と新

株予約権者との間で締結

する新株予約権割当契約

の定めるところによる。

③     同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡するには、

当社取締役会の承認を要す

る。

同左

代用払込みに関する事項 － －



③ 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりでありま

す。 

平成18年６月29日 定時株主総会決議 

 
（注）１．「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由により権利を喪失した者に

割当られた「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」を減じております。 

２．「第５ 経理の状況 １ 中間連結財務諸表等 (1)中間連結財務諸表 注記事項（重要な後発事象）及び２ 中

間財務諸表等 (1)中間財務諸表 注記事項（重要な後発事象）」に記載のとおり、平成18年６月29日定時株

主総会決議に基づき発行した新株予約権は、平成18年12月21日開催の取締役会決議に基づき、同日付で当社

が無償で取得及び消却しております。 
  

中間会計期間末現在
(平成18年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成18年11月30日)

新株予約権の数（注１） 2,950個 2,932個

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（注１） 2,950株 2,932株

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり 341,707円 同左

新株予約権の行使期間
平成20年７月１日から
平成24年６月30日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額

発行価格 341,707円
資本組入額 170,854円

同左

新株予約権の行使の条件

① 新株予約権を行使するた

めには、その割当を受け

た時から権利行使時に至

るまでの間、継続して当

社または当社連結子会社

の取締役、監査役または

従業員のいずれかに在任

または在職することを要

する。ただし、任期満了

による退任、定年退職、

その他取締役会が正当な

理由があると認めた場合

はこの限りではない。

①     同左

② 新株予約権の割当を受け

た者が権利行使期間中に

死亡した場合、相続人が

その権利を承継する。

②     同左

③ その他の条件は、取締役

会決議に基づき当社と新

株予約権者との間で締結

する新株予約権割当契約

の定めるところによる。

③     同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡するには、

当社取締役会の承認を要す

る。

同左

代用払込みに関する事項 － －



(3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

 
（注）１. 有償一般募集による増加であります。 

 発行価格 315,250円 発行価額 299,000円 資本組入額 149,500円 

２. オーバーアロットメントによる売出に伴う有償第三者割当による増加であります。 

 発行価格299,000円 資本組入額 149,500円 

３． 新株予約権の行使による増加であります。 

  

(4) 【大株主の状況】 

平成18年９月30日現在 

 
（注）フィデリティ投信株式会社から、平成18年10月18日付で提出された大量保有報告書（変更報告書）により平成

18年10月11日現在で72,213株を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として中間会計期間末時点に

おける所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。 

なお、フィデリティ投信株式会社の大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。 

大量保有者   フィデリティ投信株式会社 

住所      東京都港区虎ノ門四丁目３番１号 城山トラストタワー 

保有株券等の数 株式 72,213株 

株券等保有割合 14.03％ 

年月日
発行済株式 
総数増減数 
(株)

発行済株式
総数残高 
(株)

資本金増減額
 

(千円)

資本金残高
 

(千円)

資本準備金 
増減額 
(千円)

資本準備金
残高 
(千円)

平成18年５月15日 
（注１）

31,000 508,924 4,634,500 6,949,547 4,634,500 7,046,637

平成18年６月13日 
（注２）

4,650 513,574 695,175 7,644,722 695,175 7,741,812

平成18年４月１日～ 
平成18年９月30日 
（注３）

1,728 515,302 73,270 7,717,992 73,268 7,815,080

氏名又は名称 住所
所有株式数
(株)

発行済株式 
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％)

村 山 拓 蔵 東京都港区 188,172 36.52

日本トラスティ・サービス信託 
銀行株式会社信託口

東京都中央区晴海一丁目８番11号 49,220 9.55

日本マスタートラスト信託銀行 
株式会社信託口

東京都港区浜松町二丁目11番３号 33,314 6.46

ビーエヌピーパリバ 
セキュリテイーズサービス 
ロンドン／ジャスデック／ 
ユーケーレジイデンツ 
(常任代理人  
香港上海銀行東京支店)

10 HAREWOOD AVENUE NW1 6AA LONDON
(東京都中央区日本橋三丁目11番１号)

12,800 2.48

ザチェースマンハッタンバンク
エヌエイロンドン
(常任代理人 株式会社みずほ
コーポレート銀行兜町証券決済
業務室)

WOOLGATE HOUSE, COLEHAN STREET
LONDON EC2P 2HD, ENGLAND 
(東京中央区日本橋兜町６番７号)

8,642 1.68

資産管理サービス信託銀行株式会
社（証券投資信託口）

東京都中央区晴海一丁目８番12号 8,186 1.59

野村信託銀行株式会社（投信口） 東京都千代田区大手町二丁目２番２号 8,068 1.57

齋 藤 真 織 東京都大田区 8,000 1.55

オリックス株式会社 東京都港区浜松町二丁目４番１号 7,800 1.51

バンクオブニューヨーク
ジーシーエムクライアント
アカウンツイーアイエスジー
(常任代理人 
株式会社三菱東京UFJ銀行)

PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET
LONDON EC4A 2BB, UNITED KINGDOM 
(東京都千代田区丸の内二丁目７番１号)

7,509 1.46

計 ― 331,711 64.37



(5) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成18年９月30日現在 

 
(注) 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の失念株式が45株(議決権45個)含まれておりま

す。 

  

② 【自己株式等】 

平成18年９月30日現在 

 
  

２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

  

 
(注) 最高・最低株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。 

  

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありませ

ん。 

  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式） 
普通株式       748

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式   514,554 514,554 ―

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 515,302 ― ―

総株主の議決権 ― 514,554 ―

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 
(株)

他人名義
所有株式数 
(株)

所有株式数 
の合計 
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数 
の割合(％)

（自己保有株式）
株式会社テレウェイヴ

東京都新宿区西新宿二丁目
４番１号

748 ― 748 0.15

計 ― 748 ― 748 0.15

月別 平成18年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高(円) 390,000 337,000 411,000 393,000 366,000 350,000

最低(円) 253,000 282,000 312,000 277,000 261,000 199,000



第５ 【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11

年大蔵省令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。 

なお、前中間連結会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)は、改正前の中間連結財務

諸表規則に基づき、当中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)は、改正後の中

間連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

  

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵

省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

なお、前中間会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)は、改正前の中間財務諸表等規

則に基づき、当中間会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)は、改正後の中間財務諸表

等規則に基づいて作成しております。 

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間(平成17年４月１日から平成17年

９月30日まで)及び当中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)の中間連結財務諸

表並びに前中間会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)及び当中間会計期間(平成18年４

月１日から平成18年９月30日まで)の中間財務諸表について、新日本監査法人により中間監査を受けてお

ります。 



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

  

 
  

前中間連結会計期間末

(平成17年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 ※１ 5,423,117 8,641,815 5,565,907

 ２ 売掛金 1,746,433 3,299,057 2,534,248

 ３ 有価証券 489,660 ― 115,440

 ４ たな卸資産 111,096 155,652 181,437

 ５ その他 734,271 1,109,211 １,012,144

   貸倒引当金 △225,850 △265,787 △237,639

  流動資産合計 8,278,728 67.6 12,939,950 52.4 9,171,538 42.6

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

  (1) 自社利用資産 462,174 956,234 685,904

   減価償却累計額 225,789 236,384 395,337 560,897 296,382 389,522

  (2) 賃貸用資産 57,728 395,175 213,058

   減価償却累計額 976 56,751 36,161 359,013 10,984 202,073

   有形固定資産合計 293,135 919,911 591,595

 ２ 無形固定資産

  (1) 営業権 ― ― 122,038

  (2) 連結調整勘定 1,019,386 ― 2,045,100

  (3) のれん ― 2,706,761 ―

  (4) ソフトウエア 473,749 680,926 581,235

  (5) その他 4,625 1,497,761 5,540 3,393,228 4,625 2,752,999

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 1,363,318 5,102,684 7,730,769

  (2) 長期未収入金 102,367 210,193 147,633

  (3) 敷金・保証金 640,938 1,069,227 1,002,833

  (4) その他 175,218 1,206,050 291,782

    貸倒引当金 △102,367 2,179,475 △164,918 7,423,237 △133,194 9,039,824

  固定資産合計 3,970,372 32.4 11,736,377 47.6 12,384,420 57.4

  資産合計 12,249,101 100.0 24,676,327 100.0 21,555,958 100.0



 
  

前中間連結会計期間末

(平成17年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 買掛金 821,915 715,884 833,924

 ２ 短期借入金 ― 47,000 5,218,000

 ３ １年内返済予定の 
   長期借入金

― 69,153 33,780

 ４ 未払金 419,450 568,559 640,067

 ５ 未払費用 332,098 706,166 392,562

 ６ 未払法人税等 881,515 397,835 1,224,956

 ７ 賞与引当金 459,123 243,016 135,937

 ８ 返品調整引当金 ― 40,739 ―

 ９ その他 377,537 335,549 525,637

  流動負債合計 3,291,640 26.9 3,123,905 12.7 9,004,867 41.8

Ⅱ 固定負債

 １ 長期借入金 ― 27,655 31,717

 ２ 役員退職慰労引当金 34,297 26,538 38,332

 ３ その他 208,171 521,347 1,037,330

  固定負債合計 242,468 2.0 575,540 2.3 1,107,380 5.1

  負債合計 3,534,109 28.9 3,699,446 15.0 10,112,247 46.9

(少数株主持分)

  少数株主持分 177,562 1.4 ― ― 201,418 0.9

(資本の部)

Ⅰ 資本金 2,293,994 18.7 ― ― 2,315,047 10.7

Ⅱ 新株式申込証拠金 6,934 0.1 ― ― 1,974 0.0

Ⅲ 資本剰余金 2,391,558 19.5 ― ― 2,412,611 11.2

Ⅳ 利益剰余金 3,909,371 31.9 ― ― 5,377,653 25.0

Ⅴ その他有価証券 
  評価差額金

765 0.0 ― ― 1,200,201 5.6

Ⅵ 自己株式 △65,195 △0.5 ― ― △65,195 △0.3

  資本合計 8,537,428 69.7 ― ― 11,242,292 52.2

  負債、少数株主持分 
  及び資本合計

12,249,101 100.0 ― ― 21,555,958 100.0



 
  

前中間連結会計期間末

(平成17年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

１ 資本金 ― ― 7,717,992 31.3 ― ―

２ 資本剰余金 ― ― 7,815,554 31.7 ― ―

３ 利益剰余金 ― ― 5,370,864 21.8 ― ―

４ 自己株式 ― ― △65,195 △0.3 ― ―

株主資本合計 ― ― 20,839,216 84.5 ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等

  その他有価証券 
  評価差額金

― ― △149,767 △0.6 ― ―

   評価・換算差額等 
   合計

― ― △149,767 △0.6 ― ―

Ⅲ 新株予約権 ― ― 22,369 0.1 ― ―

Ⅳ 少数株主持分 ― ― 265,063 1.0 ― ―

  純資産合計 ― ― 20,976,881 85.0 ― ―

  負債純資産合計 ― ― 24,676,327 100.0 ― ―



② 【中間連結損益計算書】 

  

  

前中間連結会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結損益計算書
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 9,279,691 100.0 12,268,182 100.0 20,329,718 100.0

Ⅱ 売上原価 2,689,311 29.0 4,648,158 37.9 6,021,292 29.6

   売上総利益 6,590,379 71.0 7,620,024 62.1 14,308,426 70.4

   返品調整引当金 
   繰入額

― ― 40,739 0.3 ― ―

   調整後売上総利益 6,590,379 71.0 7,579,284 61.8 14,308,426 70.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 4,840,146 52.1 6,809,592 55.5 10,041,164 49.4

   営業利益 1,750,233 18.9 769,692 6.3 4,267,262 21.0

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 980 2,242 2,290

 ２ 受取配当金 51 4,694 53

 ３ 販売報奨金 17,624 39,338 35,159

 ４ 受取手数料 ― 7,045 8,058

 ５ 保険代行収入 3,835 ― 4,375

 ６ その他 5,919 28,413 0.3 8,363 61,684 0.5 29,279 79,216 0.4

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 569 7,097 5,848

 ２ 新株発行費 3,495 ― 3,692

 ３ 株式交付費 ― 56,248 ―

 ４ 棚卸資産評価損 6,905 7,650 9,200

 ５ 持分法による 
   投資損失

13,516 49,302 22,692

 ６ 解約違約金 2,800 ― ―

 ７ その他 2 27,290 0.3 11,437 131,735 1.1 3,574 45,008 0.2

   経常利益 1,751,356 18.9 699,641 5.7 4,301,470 21.2

Ⅵ 特別利益

 １ 債務免除益 ― ― 18,279

 ２ 固定資産売却益 ※２ ― 14 ―

 ３ 投資有価証券売却益 5,016 948,635 9,892

 ４ 子会社株式売却益 ― 5,016 0.0 ― 948,650 7.7 5,986 34,158 0.2

Ⅶ 特別損失

 １ 前期損益修正損 ― 55,032 12,392

 ２ 固定資産除却損 ※３ 2,518 3,666 8,046

 ３ 投資有価証券評価損 ― 1,040,104 ―

 ４ 投資有価証券売却損 ― ― 2,828

 ５ 和解金 ※４ ― 20,114 ―

 ６ 子会社本社移転費 1,510 ― ―

 ７ その他 ※５ ― 4,029 0.0 ― 1,118,918 9.1 91,817 115,084 0.6

   税金等調整前中間 
   (当期)純利益

1,752,343 18.9 529,373 4.3 4,220,544 20.8

   法人税、住民税 
   及び事業税

892,722 850,629 1,839,463

   法人税等調整額 △ 62,361 830,361 8.9 △ 564,522 286,107 2.3 △ 7,746 1,831,716 9.0

   少数株主利益 
   (△損失)

△ 8,559 △0.0 25,325 0.2 △ 9,995 △0.0

   中間(当期)純利益 930,541 10.0 217,940 1.8 2,398,823 11.8



③ 【中間連結剰余金計算書】 

  

 
  

前中間連結会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度の
連結剰余金計算書

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円) 金額(千円)

(資本剰余金の部)

Ⅰ 資本剰余金期首残高 2,361,515 2,361,515

Ⅱ 資本剰余金増加高

  増資による新株の発行 30,042 30,042 51,096 51,096

Ⅲ 資本剰余金中間期末 
  (期末)残高

2,391,558 2,412,611

(利益剰余金の部)

Ⅰ 利益剰余金期首残高 3,112,079 3,112,079

Ⅱ 利益剰余金増加高

   中間(当期)純利益 930,541 930,541 2,398,823 2,398,823

Ⅲ 利益剰余金減少高

 １ 配当金 118,250 118,250

 ２ 役員賞与 15,000 133,250 15,000 133,250

Ⅳ 利益剰余金中間期末 
  (期末)残高

3,909,371 5,377,653



④ 【中間連結株主資本等変動計算書】 

当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
  

 

(注）平成18年６月29日開催の定時株主総会決議によるものであります。 

株主資本

資本金
新株式申込 

証拠金
資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高(千円) 2,315,047 1,974 2,412,611 5,377,653 △65,195 10,042,090

中間連結会計期間中の変動額

 新株の発行 5,402,945 △1,974 5,402,943 10,803,914

 剰余金の配当(注) △214,729 △214,729

 利益処分による役員賞与(注) △10,000 △10,000

 中間純利益 217,940 217,940

 株主資本以外の項目の中間連結 

 会計期間中の変動額(純額)
―

中間連結会計期間中の変動額合計 

(千円)
5,402,945 △1,974 5,402,943 △6,788 ― 10,797,125

平成18年９月30日残高(千円) 7,717,992 ― 7,815,554 5,370,864 △65,195 20,839,216

評価・換算差額等

新株予約権
少数株主 

持分
純資産合計その他 

有価証券 

評価差額金

評価・換算 

差額等合計

平成18年３月31日残高(千円) 1,200,201 1,200,201 ― 201,418 11,443,710

中間連結会計期間中の変動額

 新株の発行 10,803,914

 剰余金の配当（注） △214,729

 利益処分による役員賞与(注） △10,000

 中間純利益 217,940

 株主資本以外の項目の中間連結 

 会計期間中の変動額(純額)
△1,349,969 △1,349,969 22,369 63,644 △1,263,955

中間連結会計期間中の変動額合計 

(千円)
△1,349,969 △1,349,969 22,369 63,644 9,533,170

平成18年９月30日残高(千円) △149,767 △149,767 22,369 265,063 20,976,881



⑤ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

前中間連結会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度の
連結キャッシュ・
フロー計算書

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

   税金等調整前中間(当期)純利益 1,752,343 529,373 4,220,544

   減価償却費 92,397 210,322 276,303

   連結調整勘定償却額 53,410 ― 163,617

   のれん償却額 ― 144,511 ―

   株式報酬費用 ― 22,369 ―

   新株発行費 3,495 ― 3,692

   株式交付費 ― 56,248 ―

   貸倒引当金の増加額 34,141 57,507 76,707

   賞与引当金の増加額(△減少額) 226,416 107,078 △ 96,768

   返品調整引当金の増加額 ― 40,739 ―

   役員退職慰労引当金の増加額 
   (△減少額)

4,035 △11,793 8,070

   受取利息及び受取配当金 △1,032 △6,937 △2,344

   支払利息 569 7,097 5,848

   持分法による投資損失 13,516 49,302 22,692

   投資有価証券売却益 △5,016 △948,635 △9,892

   投資有価証券売却損 ― ― 2,828

   投資有価証券評価損 ― 1,040,104 ―

   和解金 ― 20,114 ―

   子会社株式売却益 ― ― △5,986

   債務免除益 ― ― △ 18,279

   固定資産除却損 2,518 3,666 6,535

   売上債権の減少額(△増加額) 44,492 △761,556 △749,632

   たな卸資産の減少額(△増加額) 2,303 34,593 △ 51,211

   未収入金の減少額 592,242 ― 593,422

   立替金の増加額 ― △291,143 ―

   賃貸用有形固定資産の取得による 
   支出

△ 57,728 △ 172,641 △ 213,058

   賃貸用長期前払費用の支出 △4,080 △19,154 △50,185

   賃貸用敷金及び保証金の差入に 
   よる支出

△2,500 △191,900 △82,593

   仕入債務の増加額(△減少額) 73,973 △161,199 87,486

   未払金の増加額(△減少額) △67,552 △129,751 143,511

   未払費用の増加額 90,469 293,687 148,584

   長期前受金の増加額(△減少額) △28,701 275,476 △53,456

   長期未払費用の増加額(△減少額) △33,827 22,468 ―

   役員賞与の支払額 △15,000 △10,000 △15,000

   その他 △27,097 △218,171 △19,135

小計 2,743,790 △8,224 4,392,302

   利息及び配当金の受取額 8,637 19,198 10,026

   利息の支払額 △ 124 △ 6,433 △ 5,959

   和解金の支払額 ― △ 20,114 ―

   法人税等の支払額 △ 860,483 △ 1,383,539 △ 1,661,606

  営業活動によるキャッシュ・フロー 1,891,820 △ 1,399,113 2,734,763



 
  

前中間連結会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度の
連結キャッシュ・
フロー計算書

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

   定期預金の払戻による収入 ― ― 170,170

   有価証券の取得による支出 △349,922 ― △356,101

   有形固定資産の取得による支出 △97,894 △242,666 △305,189

   無形固定資産の取得による支出 △36,121 △136,216 △271,610

   投資有価証券の取得による支出 △138,800 △758,848 △2,213,114

   投資有価証券の売却による収入 5,900 1,086,158 5,900

   敷金及び保証金の差入による支出 △97,348 △89,962 △449,076

   敷金及び保証金の返還による収入 44,915 36,891 72,620

   連結範囲の変更を伴う子会社 
   株式の取得による支出

― △612,807 △1,082,743

   連結範囲の変更を伴う子会社 
   株式の売却による支出

― ― △6,305

   関連会社株式取得による支出 ― △ 26,500 △ 1,892,137

   貸付による支出 △ 3,500 △ 48,000 △ 4,500

   貸付金の回収による収入 740 2,875 1,630

   その他 △20,882 △17,861 △55,288

  投資活動によるキャッシュ・フロー △692,913 △806,937 △6,385,745

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   短期借入による収入 ― 1,043,977 5,855,000

   短期借入金の返済による支出 △1,000,000 △6,215,000 △1,612,000

   長期借入による収入 ― 50,000 ―

   長期借入金の返済による支出 ― △ 128,268 △ 16,890

   株式の発行による収入 63,524 10,747,666 98,499

   配当金の支払額 △116,966 △210,917 △117,163

   連結子会社による自己株式の取得 
   による支出

― △5,500 ―

   社債の償還による支出 ― ― △ 100,000

   その他 △ 15,102 △ 1,837 2,804

  財務活動によるキャッシュ・フロー △1,068,544 5,280,121 4,110,250

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 130,361 3,074,070 459,267

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 4,901,120 5,360,388 4,901,120

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末 
  (期末)残高

※ 5,031,482 8,434,459 5,360,388



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

項目
前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１ 連結の範囲に関す

る事項

以下の子会社６社を連結

の範囲に含めております。

連結子会社の名称

株式会社テレウェイヴリ

ンクス

ロイヤルハウス株式会社

株式会社アイピーアンド

ケイ

株式会社ウェブ・ワーク

ス

株式会社アントレプレナ

ー

株式会社リアル・インス

トラクション

以下の子会社11社を連結

の範囲に含めております。

連結子会社の名称

株式会社テレウェイヴリ

ンクス

株式会社ウェブ・ワーク

ス

株式会社アントレプレナ

ー

株式会社アイピーアンド

ケイ

ロイヤルハウス株式会社

アイ・モバイル株式会社

イークロッシング株式会

社

株式会社築地魚河岸やっ

ちゃば倶楽部

株式会社アペックス・イ

ンターナショナル

株式会社ドリームエナジ

ーコンサルティング

株式会社キュアリアス

上記のうち、株式会社築

地魚河岸やっちゃば倶楽

部、株式会社アペックス・

インターナショナル、株式

会社ドリームエナジーコン

サルティング及び株式会社

キュアリアスにつきまして

は、当中間連結会計期間に

おいて、株式の取得により

子会社となったため、連結

の範囲に含めております。

以下の子会社７社を連結

の範囲に含めております。

連結子会社の名称

株式会社テレウェイヴリ

ンクス

株式会社ウェブ・ワーク

ス

株式会社アントレプレナ

ー

株式会社アイピーアンド

ケイ

ロイヤルハウス株式会社

アイ・モバイル株式会社

イークロッシング株式会

社

上記のうち、アイ・モバ

イル株式会社及びイークロ

ッシング株式会社につきま

しては、当連結会計年度に

おいて、同社株式のすべて

を取得したため、連結の範

囲に含めております。

また、株式会社リアル・

インストラクションにつき

ましては、当連結会計年度

において、すべての株式を

譲渡したため、連結の範囲

から除外しております。な

お、連結財務諸表作成にあ

たっては、平成17年10月１

日をみなし売却日としてお

ります。

２ 持分法の適用に関

する事項

持分法適用の関連会社数

１社

 株式会社Ｅストアー

持分法適用の関連会社数

３社

株式会社Ｅストアー

株式会社エヌシーネットワ

ーク

株式会社シニアエージェン

ト

株式会社シニアエージェ

ントは、当中間連結会計期

間において当社が50％を出

資して設立し、新たに持分

法適用の範囲に含めており

ます。

以下の関連会社２社につ

き、持分法を適用しており

ます。

持分法適用の関連会社の名

称

株式会社Ｅストアー

株式会社エヌシーネット

ワーク

株式会社エヌシーネット

ワークは、平成18年３月27

日までに当社が同社の株式

19.0％を取得し、実質的に

影響力があるために、当連

結会計年度末より持分法適

用の関連会社となっており

ます。



 
  

項目
前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

３ 連結子会社の中間

決算日(決算日)等

に関する事項

すべての連結子会社の中

間期の末日は、中間連結決

算日と一致しております。

株式会社築地魚河岸やっ

ちゃば倶楽部の中間決算日

は12月31日であります。ま

た、株式会社キュアリアス

の中間決算日は６月30日で

あります。中間連結財務諸

表の作成にあたっては、中

間連結決算日現在で中間決

算に準じた仮決算を行なっ

た中間財務諸表を使用して

います。

すべての連結子会社の事

業年度の末日は、連結決算

日と一致しております。

４ 会計処理基準に関

する事項

 (1) 重要な資産の評

価基準及び評価

方法

イ 有価証券 

  売買目的有価証券

時価法(売却原価は

移動平均法により算

定)を採用しており

ます。

イ 有価証券 

  売買目的有価証券

―――――

イ 有価証券 

  売買目的有価証券

時価法(売却原価は

移動平均法により算

定)を採用しており

ます。

  その他有価証券

  時価のあるもの

―――――

  その他有価証券 

  時価のあるもの

中間連結決算日の市

場価格等に基づく時

価法(評価差額は全

部純資産直入法によ

り処理し、売却原価

は移動平均法により

算定)を採用してお

ります。

  その他有価証券 

  時価のあるもの

連結決算日の市場価

格等に基づく時価法

(評価差額は全部資

本直入法により処理

し、売却原価は移動

平均法により算定)

を採用しておりま

す。

  時価のないもの

移動平均法による原

価法を採用しており

ます。

  時価のないもの

移動平均法による原

価法を採用しており

ます。 

なお、証券取引法第

２条第２項により有

価証券とみなされる

投資事業組合等への

出資持分について

は、最近の決算書を

基礎とし、持分相当

額を純額で取り込む

方法によっておりま

す。

  時価のないもの

同左

ロ たな卸資産

  商品 ：移動平均法に

よる原価法

ロ たな卸資産

同左

ロ たな卸資産

同左

  原材料：移動平均法に

よる原価法

  仕掛品：個別法による

原価法

  貯蔵品：最終仕入原価

法に基づく原

価法



 
  

項目
前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

 (2) 重要な減価償却

資産の減価償却

の方法

イ 有形固定資産

自社利用資産

定率法(ただし、建

物(附属設備を除く)

は定額法)によって

おります。

なお、主な耐用年数

は以下のとおりであ

ります。

建物及び構築物

３年～18年

車両運搬具  ６年

工具、器具及び備品

３年～10年

イ 有形固定資産

自社利用資産

同左

イ 有形固定資産

  自社利用資産

  同左

賃貸用資産

定額法によっており

ます。

なお、耐用年数は賃

借人との契約年数

(６年)であります。

賃貸用資産

定額法を採用してお

ります。 

なお、耐用年数は開

業支援サービスに伴

う出店契約期間によ

っており、以下のと

おりであります。

建物      ６年

工具、器具及び備品 

６年

  賃貸用資産

  同左

ロ 無形固定資産

無形固定資産に計上し

ている自社利用のソフ

トウエアについては社

内における見込利用可

能期間(５年)に基づく

定額法で償却しており

ます。

市場販売目的のソフト

ウエアについては、見

込販売数量に基づく償

却額と残存見込販売有

効期間(３年以内)に基

づく均等償却額とのい

ずれか大きい金額を計

上する方法によってお

ります。

ロ 無形固定資産

のれんについては、５

年または10年で均等償

却しております。 

自社利用のソフトウエ

アについては、社内に

おける見込利用可能期

間(５年)に基づく定額

法で償却しておりま

す。

市場販売目的のソフト

ウエアについては、見

込販売数量に基づく償

却額と残存見込販売有

効期間(３年以内)に基

づく均等償却額とのい

ずれか大きい金額を計

上する方法によってお

ります。

ロ 無形固定資産

営業権については、５

年均等償却しておりま

す。 

自社利用のソフトウエ

アについては、社内に

おける見込利用可能期

間(５年)に基づく定額

法で償却しておりま

す。

市場販売目的のソフト

ウエアについては、見

込販売数量に基づく償

却額と残存見込販売有

効期間(３年以内)に基

づく均等償却額とのい

ずれか大きい金額を計

上する方法によってお

ります。



項目
前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

 (3) 重要な引当金の

計上基準

イ 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損

失に備えて、一般債権

については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権

等特定の債権について

は個別に回収可能性を

勘案し、回収不能見込

額を計上しておりま

す。

イ 貸倒引当金

同左

イ 貸倒引当金

同左

ロ 賞与引当金

従業員の賞与の支払に

備えて、賞与支給見込

額のうち当中間連結会

計期間負担額を計上し

ております。

ロ 賞与引当金

同左

ロ 賞与引当金

従業員の賞与の支払に

備えて、賞与支給見込

額のうち当連結会計年

度負担額を計上してお

ります。

ハ 返品調整引当金

―――――

ハ 返品調整引当金

返品による損失に備え

るため、過去の返品実

績率に基づく返品損失

見込額を計上しており

ます。

（追加情報） 

前連結会計年度より子

会社において一定の返

品受入期間を設けた製

品の卸販売を開始いた

しましたが、当中間連

結会計期間までの返品

実績により、将来の返

品による損失を合理的

に見積ることが可能と

なりましたので、当中

間連結会計期間より返

品調整引当金を計上す

ることといたしまし

た。この結果、従来の

方法によった場合に比

べ、調整後売上総利

益、営業利益、経常利

益及び税金等調整前中

間純利益がそれぞれ

40,739千円減少してお

ります。なお、セグメ

ント情報に与える影響

は、当該箇所に記載し

ております。

ハ 返品調整引当金

―――――

二 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支

出に備えて、連結子会

社の一部は、内規に基

づく中間期末要支給額

を計上しております。

二 役員退職慰労引当金 

同左 

 

二 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支

出に備えて、連結子会

社の一部は、内規に基

づく期末要支給額を計

上しております。



 
  

項目
前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

 (4) 重要なリース取

引の処理方法

リース物件の所有権が借

主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・

リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によって

おります。

同左 同左

 (5) その他中間連結

財務諸表(連結

財務諸表)作成

のための基本と

なる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の

会計処理は税抜方式によ

っております。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左

５ 中間連結キャッシ

ュ・フロー計算書

( 連結キャッシ

ュ・フロー計算

書)における資金

の範囲

手許現金、随時引き出し

可能な預金及び容易に換金

可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスク

しか負わない取得日から３

ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなってお

ります。

同左 同左



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

  
前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

(固定資産の減損に係る会計基準) 

 当中間連結会計期間より、「固定

資産の減損に係る会計基準」(「固

定資産の減損に係る会計基準の設定

に関する意見書」(企業会計審議会

平成14年８月９日))及び「固定資産

の減損に係る会計基準の適用指針」

(企業会計基準適用指針第６号 平

成15年10月31日)を適用しておりま

す。これによる損益に与える影響は

ありません。

    _______________ (固定資産の減損に係る会計基準) 

 当連結会計年度より、「固定資産

の減損に係る会計基準」(「固定資

産の減損に係る会計基準の設定に関

する意見書」(企業会計審議会 平

成14年８月９日))及び「固定資産の

減損に係る会計基準の適用指針」

(企業会計基準適用指針第６号 平成

15年10月31日)を適用しておりま

す。これによる損益に与える影響は

ありません。

_______________ (ストック・オプション等に関する

会計基準） 

 当中間連結会計期間より、「スト

ック・オプション等に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 平成17

年12月27日 企業会計基準第８号）

及び「ストック・オプション等に関

する会計基準の適用指針」（企業会

計基準委員会 最終改正平成18年５

月31日 企業会計基準適用指針第11

号）を適用しております。これによ

り、営業利益、経常利益及び税金等

調整前中間純利益は、それぞれ

22,369千円減少しております。な

お、セグメント情報に与える影響

は、当該箇所に記載しております。

_______________

_______________ (貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等） 

(自己株式及び準備金の額の減少等

に関する会計基準等の一部改正） 

 当中間連結会計期間より、「貸借

対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準」（企業会計基準委員会

平成17年12月９日 企業会計基準第

５号）及び「貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計基準等の適用

指針」（企業会計基準委員会 平成

17年12月９日 企業会計基準適用指

針第８号）並びに改正後の「自己株

式及び準備金の額の減少等に関する

会計基準」（企業会計基準委員会

最終改正平成18年８月11日 企業会

計基準第１号）及び「自己株式及び

準備金の減少等に関する会計基準の

適用指針」（企業会計基準委員会

最終改正平成18年８月11日 企業会

計基準適用指針第２号）を適用して

おります。これによる損益に与える

影響はありません。 

 なお、従来の資本の部の合計に相

当する金額は、20,689,448千円であ

ります。 

  中間連結財務諸表規則の改正によ

り、当中間連結会計期間末における

中間連結貸借対照表の純資産の部に

ついては、改正後の中間連結財務諸

表規則により作成しております。

_______________



  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

_______________ （企業結合に係る会計基準等） 

 当中間連結会計期間より、「企業

結合に係る会計基準」（企業会計審

議会 平成15年10月31日）及び「事

業分離等に関する会計基準」（企業

会計基準委員会 平成17年12月27日

企業会計基準第７号）並びに「企業

結合会計基準及び事業分離等会計基

準に関する適用指針」（企業会計基

準委員会 平成17年12月27日 企業

会計基準適用指針第10号）を適用し

ております。これによる損益に与え

る影響はありません。 

 なお、中間連結財務諸表規則の改

正による中間連結財務諸表の表示に

関する変更は以下のとおりでありま

す。 

（中間連結貸借対照表） 

 「営業権」及び「連結調整勘定」

は、当中間連結会計期間より「のれ

ん」として表示しております。 

（中間連結キャッシュ・フロー計算

書） 

 「営業権償却額」及び「連結調整

勘定償却額」は、当中間連結会計期

間から「のれん償却額」として表示

しております。

_______________

_______________ （繰延資産の会計処理に関する当面

の取扱い） 

 当中間連結会計期間より、「繰延

資産の会計処理に関する当面の取扱

い」（企業会計基準委員会 平成18

年８月11日 実務対応報告第１号）

を適用しております。これによる損

益へ与える影響はありません。 

 なお、前中間連結会計期間の中間

連結損益計算書において営業外費用

の内訳として表示していた「新株発

行費」は、当中間連結会計期間より

「株式交付費」として表示しており

ます。 

 また、前中間連結会計期間の中間

連結キャッシュ・フロー計算書にお

いて営業活動によるキャッシュ・フ

ローの内訳として表示していた「新

株発行費」は、当中間連結会計期間

より「株式交付費」として表示して

おります。

_______________



表示方法の変更 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

(中間連結キャッシュ・フロー計算書) 

 前中間連結会計期間において営業活動によるキャッシ

ュ・フローの「その他」に含めて表示しておりました

「未収入金の減少額(△増加額)」(前中間連結会計期間

△26,484千円)は、金額的重要性が増したため、区分掲

記しております。

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ (中間連結損益計算書) 

 前中間連結会計期間において、営業外収益の「その

他」に含めて表示しておりました「受取手数料」（前中

間連結会計期間2,931千円）につきましては、営業外収

益の総額の100分の10を超えたため、当中間連結会計期

間より区分掲記しております。 

 

 前中間連結会計期間において区分掲記しておりました

営業外収益の「保険代行収入」（当中間連結会計期間

118千円）につきましては、営業外収益の総額の100分の

10以下となったため、当中間連結会計期間より営業外収

益の「その他」に含めて表示することといたしました。

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ (中間連結キャッシュ・フロー計算書) 

 前中間連結会計期間において営業活動によるキャッシ

ュ・フローに区分掲記しておりました「未収入金の減少

額」（当中間連結会計期間3,843千円）は、金額的重要

性が低くなったため、当中間連結会計期間より営業活動

によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示し

ております。 

 前中間連結会計期間において営業活動によるキャッシ

ュ・フローの「その他」に含めておりました「立替金の

増加額」（前中間連結会計期間△38,262千円）につきま

しては、金額的重要性が増したため、当中間連結会計期

間より区分掲記しております。 

 



注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

前中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成18年９月30日)

前連結会計年度 
(平成18年３月31日)

 

※１ 担保に供している資産

定期預金 181,772千円

上記預金のうち、70,000千円

については、東日本電信電話

株式会社へ、50,000千円につ

いては西日本電信電話株式会

社へ、23,772千円については

オリックス株式会社へ、

20,000千円についてはサクサ

ビジネスシステム株式会社

へ、10,000千円についてはシ

ャープドキュメントシステム

株式会社へ、8,000千円につ

いてはダイワボウ情報システ

ム株式会社へ営業保証金とし

て預託しております。

 

※１ 担保に供している資産

定期預金 181,772千円

上記預金のうち、70,000千円

については、東日本電信電話

株式会社へ、50,000千円につ

いては西日本電信電話株式会

社へ、23,772千円については

オリックス株式会社へ、

20,000千円についてはサクサ

ビジネスシステム株式会社

へ、10,000千円についてはシ

ャープドキュメントシステム

株式会社へ、8,000千円につ

いてはダイワボウ情報システ

ム株式会社へ営業保証金とし

て預託しております。

 

※１ 担保に供している資産

定期預金 181,772千円

上記預金のうち、70,000千円

については、東日本電信電話

株式会社へ、50,000千円につ

いては西日本電信電話株式会

社へ、23,772千円については

オリックス株式会社へ、

20,000千円についてはサクサ

ビジネスシステム株式会社

へ、10,000千円についてはシ

ャープドキュメントシステム

株式会社へ、8,000千円につ

いてはダイワボウ情報システ

ム株式会社へ営業保証金とし

て預託しております。

 ２ 保証債務 

東京リース株式会社との業務

提携契約に従い、連結子会社

販売商品に係る東京リース株

式会社のリース契約先15件に

対する未経過リース料総額

17,744千円の債務保証を行っ

ております。

 ２ 保証債務 

東京リース株式会社との業務

提携契約に従い、連結子会社

販売商品に係る東京リース株

式会社のリース契約先38件に

対する未経過リース料総額

61,868千円の債務保証を行っ

ております。

 ２ 保証債務 

東京リース株式会社との業務

提携契約に従い、連結子会社

販売商品に係る東京リース株

式会社のリース契約先28件に

対する未経過リース料総額

42,370千円の債務保証を行っ

ております。

 ３    ―――――  ３ 貸出コミットメント 

連結子会社は、中小企業向け

融資を行うExpanding Asset 

Co.(SPC)の銀行借入金への信

用供与をするバックアップラ

イ ン 契 約（貸 付 極 度 額

5,000,000千円）を締結して

おります。なお、当中間連結

会計期間末での実行残高はあ

りません。

 ３    ―――――

 

 ４ 当社においては、運転資金の

効率的な調達を行うため取引

銀行１行と当座貸越契約及び

貸出コミットメント契約を締

結しております。

当中間連結会計期間末におけ

る当座貸越契約及び貸出コミ

ットメントに係る借入未実行

残高は次のとおりでありま

す。 

 

当座貸越 
極度額及び 
貸出コミット 
メントの総額

1,000,000千円

借入実行額 －千円

差引額 1,000,000千円
 

 ４ 当社及び一部の連結子会社に

おいては、運転資金の効率的

な調達を行うため、取引銀行

５行と当座貸越契約及び貸出

コミットメント契約を締結し

ております。

当中間連結会計期間末におけ

る当座貸越契約及び貸出コミ

ットメントに係る借入未実行

残高は次のとおりでありま

す。

当座貸越
極度額及び 
貸出コミット 
メントの総額

3,050,000千円

借入実行額 44,000千円

差引額 3,006,000千円
 

 ４ 当社及び一部の連結子会社に

おいては、運転資金の効率的

な調達を行うため、取引銀行

４行と当座貸越契約及び貸出

コミットメント契約を締結し

ております。

当連結会計年度末における当

座貸越契約及び貸出コミット

メントに係る借入未実行残高

は次のとおりであります。 

 

当座貸越
極度額及び 
貸出コミット 
メントの総額

6,400,000千円

借入実行額 5,200,000千円

差引額 1,200,000千円



(中間連結損益計算書関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

 

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は次のと

おりであります。

従業員 
給与手当

1,987,874千円

地代家賃 251,803

旅費交通費 341,586

支払手数料 34,551

通信費 139,435

採用費 176,556

販売促進費 159,764

解約負担金 81,406

外部委託費 157,966

広告宣伝費 56,161

貸倒引当金 
繰入額

74,343

賞与引当金 
繰入額

459,123

減価償却費 92,397

連結調整 
勘定償却額

53,410

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は次のと

おりであります。

従業員
給与手当

2,383,348千円

雑給 393,012

法定福利費 329,281

地代家賃 489,429

旅費交通費 480,735

通信費 193,778

採用費 196,722

販売促進費 168,139

解約負担金 295,334

外部委託費 258,675

貸倒引当金
繰入額

103,998

賞与引当金
繰入額

207,605

役員退職慰
労引当金繰
入額

10,081

 前中間連結会計期間まで
「従業員給与手当」に含め
て表示しておりました雑給
( 前 中間連結会計期間
364,707千円)につきまして
は、当中間連結会計期間よ
り「雑給」として表示して
おります。

 

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は次のと

おりであります。

従業員
給与手当

3,499,914千円

賞与 348,708

雑給 770,664

旅費交通費 699,805

地代家賃 575,151

法定福利費 511,655

貸倒引当金 
繰入額

128,591

賞与引当金 
繰入額

118,632

役員退職
慰労引当金 
繰入額

8,070

前連結会計年度まで「従
業員給料手当」に含めて表
示しておりました雑給(前
連結会計年度715,650千円)
につきましては、当連結会
計年度より「雑給」として
表示しております。

※２    ――――― ※２ 固定資産売却益は、次のとお

りであります。 

車両運搬具   14千円

※２    ―――――

※３ 固定資産除却損は、次のとお

りであります。 

建物    2,518千円 

 

※３ 固定資産除却損は、次のとお

りであります。

      建物     3,607千円
    工具、器具及び備品 58千円

※３ 固定資産除却損は、次のとお

りであります。

  建物       5,427千円
  工具、器具及び備品 788千円
      ソフトウェア    319千円
      撤去費用     1,510千円

※４    ――――― ※４ 和解金は、連結子会社のソフ

トウェア・ライセンスの使用

に係るものであります。

※４    ―――――

※５    ――――― ※５    ――――― ※５ 特別損失の「その他」の内容

は、連結子会社が役員及び従

業員に付与していた新株予約

権を当該連結子会社が買取っ

たことに伴う支出91,817千円

であります。



(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

１ 発行済株式に関する事項 

   
(変動事由の概要) 

増加数の内訳は、次の通りであります。 

 平成18年５月   公募増資による新株発行                   31,000株 

 平成18年６月   オーバーアロットメントによる売出しに伴う 

          第三者割当増資による新株発行                4,650株 

 平成18年４～９月 新株予約権（ストックオプション）の行使による新株発行    1,728株 
  
２ 自己株式に関する事項 

   
  
３ 新株予約権等に関する事項 

 
  
４ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 
  
 (2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後とな

るもの 

 
  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 477,924 37,378 － 515,302

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 748 － － 748

会社名 内訳
目的となる 
株式の種類

目的となる株式の数(株) 当中間連結
会計期間 
末残高 
(千円)

前連結
会計年度末

増加 減少
当中間連結 
会計期間末

提出会社
ストックオプション
としての新株予約権

― ― ― ― ― 22,369

合計 ― ― ― ― 22,369

決議 株式の種類 配当金の総額
(千円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成18年６月29日 
定時株主総会

普通株式 214,729 450 平成18年３月31日 平成18年６月30日

     該当事項はありません。



(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

※ 現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関

係

※ 現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関

係

※ 現金及び現金同等物の期末残高

と連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係

(平成17年９月30日現在)

現金及び 
預金勘定

5,423,117千円

預入期間が 
３ヶ月を超える 
定期預金

△371,955

別段預金 △19,679

現金及び 
現金同等物

5,031,482

(平成18年９月30日現在)

現金及び 
預金勘定

8,641,815千円

預入期間が
３ヶ月を超える 
定期預金

△201,772

別段預金 △5,584

現金及び 
現金同等物

8,434,459

(平成18年３月31日現在)

現金及び
預金勘定

5,565,907千円

預入期間が
３ヶ月を超える 
定期預金

△201,772

別段預金 △3,747

現金及び
現金同等物

5,360,388



(リース取引関係) 

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引

(1) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額、

減損損失累計額相当額及び中

間期末残高相当額

(1) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び中間期末残高相当額

(1) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び期末残高相当額

 

取得価額
相当額 
(千円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円)

中間期末
残高 
相当額 
(千円)

ソフト 
ウェア

38,340 6,390 31,950

合計 38,340 6,390 31,950

 (注)取得価額相当額は、未経過リ

ース料中間期末残高が、無形

固定資産の中間期末残高等に

占める割合が低いため、支払

利子込み法により算定してお

ります。

 

取得価額
相当額 
(千円)

減価償却
累計額 
相当額 
(千円)

中間期末
残高 
相当額 
(千円)

車両運搬

具
5,025 670 4,355

工具器具

及び備品
10,428 3,823 6,605

ソフト 
ウェア

38,340 14,058 24,282

合計 53,793 18,551 35,242

 (注)取得価額相当額は、未経過リ

ース料中間期末残高が、有形

固定資産及び無形固定資産の

中間期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法

により算定しております。

 

取得価額
相当額 
(千円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円)

期末残高
相当額 
(千円)

ソフト
ウェア

38,340 10,224 28,116

合計 38,340 10,224 28,116

 (注)取得価額相当額は、未経過リ

ース料期末残高が、無形固定

資産の期末残高等に占める割

合が低いため、支払利子込み

法により算定しております。

 (2) 未経過リース料中間期末残高

相当額等

未経過リース料中間期末残高

相当額

１年内 7,668千円

１年超 24,282

合計 31,950

 (2) 未経過リース料中間期末残高

相当額等

未経過リース料中間期末残高

相当額

１年内 10,758千円

１年超 24,483

合計 35,242

 (2) 未経過リース料期末残高相当

額

１年内 7,668千円

１年超 20,448

合計 28,116

 (注)未経過リース料中間期末残高

相当額は、未経過リース料中

間期末残高が無形固定資産の

中間期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法

により算定しております。

 (注)未経過リース料中間期末残高

相当額は、未経過リース料中

間期末残高が有形固定資産及

び無形固定資産の中間期末残

高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算

定しております。

 (注)未経過リース料期末残高相当

額は、未経過リース料期末残

高が無形固定資産の期末残高

等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定し

ております。

 (3) 支払リース料、リース資産減

損勘定の取崩額、減価償却費

相当額及び減損損失

支払リース料 3,834千円

減価償却費 
相当額

3,834千円  

 (3) 支払リース料、減価償却費相

当額

支払リース料 4,504千円

減価償却費
相当額

4,504千円

 (3) 支払リース料、減価償却費相

当額

支払リース料 7,668千円

減価償却費
相当額

7,668千円

 (4) 減価償却費相当額の算定方法

   リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法に

より算定しております。

 (4) 減価償却費相当額の算定方法

同左

 (4) 減価償却費相当額の算定方法

同左

 (減損損失について)

   リース資産に配分された減損 

 損失はありません。

 (減損損失について) 

リース資産に配分された減損損

失はありませんので、項目等の

注記は省略しております。 

        

 (減損損失について) 

        同左



(有価証券関係) 

前中間連結会計期間末(平成17年９月30日) 

時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額 

  

 
  

当中間連結会計期間末(平成18年９月30日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。なお、当中間連結会計期間において減損処理を行

い、投資有価証券評価損 1,030,104千円を計上しております。 

  

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額 

  

 
(注) 当中間連結会計期間において減損処理を行い、投資有価証券評価損 9,999千円を計上しております。 

  

中間連結貸借対照表計上額(千円)

 その他有価証券

 非上場株式 143,381

 その他 115,438

取得原価(千円)
中間連結貸借対照表
計上額(千円)

差額(千円)

 (1) 株式 1,568,778 1,366,903 △201,874

 (2) 債券

    国債・地方債等 － － －

    社債 － － －

    その他 － － －

 (3) その他 － － －

計 1,568,778 1,366,903 △201,874

中間連結貸借対照表計上額(千円)

 その他有価証券

 非上場株式 424,020

 投資事業組合等出資金 245,428

 その他 －



前連結会計年度末(平成18年３月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
  

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額 

  

 
  

３ 当連結会計年度中の保有目的の変更（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度中に売買目的として取得、保有していた有価証券について、運用方針を見直し

たことにより、その他有価証券へ保有目的を変更しております。その結果、流動資産が378,440

千円減少、固定資産が同額増加し、期末において、その他有価証券評価差額金が△22,050千円計

上されております。また、売買目的有価証券として処理した場合と比較して営業利益、経常利益

及び税金等調整前当期純利益が37,185千円増加しております。 

  

(デリバティブ取引関係) 

前中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

当社グループはデリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。 

  

当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

当社グループはデリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。 

  

前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

当社グループはデリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。 

  

取得原価(千円)
連結貸借対照表計上額

(千円)
差額(千円)

 (1) 株式 1,862,115 3,892,600 2,030,484

 (2) 債券

    国債・地方債等 － － －

    社債 － － －

    その他 － － －

 (3) その他 － － －

計 1,862,115 3,892,600 2,030,484

連結貸借対照表計上額(千円)

 その他有価証券

 非上場株式 434,020

 投資事業組合等出資金 300,000

 その他 115,440



(ストック・オプション等関係) 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１．当中間連結会計期間における費用計上額及び科目名 

販売費及び一般管理費の株式報酬費用   22,369千円 

  

２．ストック・オプションの内容及び規模 

当中間連結会計期間において付与したストック・オプションは、以下のとおりであります。 

 
（注）１．株式数に換算して記載しております。 

 ２．権利行使の条件は以下のとおりであります。 

新株予約権を行使するためには、その割当を受けた時から権利行使時に至るまでの間、継続

して当社または当社連結子会社の取締役または従業員のいずれかに在任または在職すること

を要する。但し、任期満了による退任、定年退職、その他取締役会が正当な理由があると認

めた場合はこの限りではない。 

３．「重要な後発事象」に記載のとおり、平成18年６月29日定時株主総会決議に基づき発行した新

株予約権は、平成18年12月21日開催の取締役会決議に基づき、同日付で当社が無償で取得及び

消却しております。 

  

会社名 提出会社 提出会社

決議年月日 平成18年６月29日 平成18年６月29日

付与対象者の区分及び人数

当社従業員 27名 当社取締役 2名 

子会社取締役 5名

子会社従業員 209名

株式の種類別のストック・オプショ

ンの付与数（注１）
普通株式 2,950株 普通株式 1,000株

付与日 平成18年９月１日 平成18年９月７日

権利確定条件
権利確定条件は付されておりま
せん。（注２）

同左

対象勤務期間
自平成18年９月１日
至平成20年６月30日

自平成18年９月７日 
至平成20年６月30日

権利行使期間
自平成20年７月１日
至平成24年６月30日

自平成20年７月１日 
至平成24年６月30日

権利行使価格（円） 341,707 347,000

付与日における公正な評価単価

（円）
140,605 160,301



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

  

 
(注) １ 事業区分の方法 

  事業は、商品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２ 各区分に属する主要な商品 

  

 
３ 営業費用のうち配賦不能営業費用はありません。 

４ 平成17年３月に子会社と致しましたロイヤルハウス株式会社は、前連結会計年度末に連結の範囲に含めたた

め「その他事業」としておりましたが、当中間連結会計期間より、ソリューション事業の工務店及び工事業

者向けサービスとの連携を深め、共同で展開をしていることから、ロイヤルハウス株式会社の事業の種類

は、「ソリューション事業」としております。 

  

ソリューション 
事業 
(千円)

情報通信
機器事業 
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結 
(千円)

売上高

(1) 外部顧客に対する 
  売上高

6,068,752 3,210,938 9,279,691 ― 9,279,691

(2) セグメント間の 
  内部売上高又は振替高

― ― ― (―) ―

計 6,068,752 3,210,938 9,279,691 (―) 9,279,691

営業費用 4,697,731 2,831,726 7,529,458 ― 7,529,458

営業利益 1,371,020 379,212 1,750,233 ― 1,750,233

事業区分 主要商品

ソリューション事業

あきない繁盛 Executive、Reform executive、グルメブランチ、築地 桜、築
地 松、Medical Executive、マイキッズパーク、Beauty executive、SAMURAI 
Executive、EMIDAS  ビジネス、ロイヤルハウス、工事ドットネット及び
Telewavelinks Standardその他のサーバーホスティング

情報通信機器事業 ビジネスフォン、複合機、ＩＰ電話



当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
(注) １ 事業区分の方法 

  事業は、商品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２ 各区分に属する主要な事業内容 

  

 
（注）前中間連結会計期間まで各区分に属する主要な商材を記載しておりましたが、当中間連結会計期間よ

り各区分の主要な事業内容を記載しております。 

３ 営業費用のうち配賦不能営業費用はありません。 

４ 追加情報 

  「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ４ 会計処理基準に関する事項 （3）重要な引当

金の計上基準」に記載のとおり、当中間連結会計期間より返品調整引当金を計上しております。この結果、

従来の方法によった場合に比べて、営業費用がソリューション事業で40,739千円増加、営業利益は同額減少

しております。 

５ 会計方針の変更 

  「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当中間連結会計期間より

「ストック・オプション等に関する会計基準」を適用しております。この変更により、従来の方法によった

場合に比べて、営業費用がソリューション事業で19,142千円増加、情報通信機器事業で3,226千円増加し、

営業利益はそれぞれ同額減少しております。 

  

ソリューション 
事業 
(千円)

情報通信
機器事業 
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結 
(千円)

売上高

(1) 外部顧客に対する 
  売上高

10,235,334 2,032,848 12,268,182 ― 12,268,182

(2) セグメント間の 
  内部売上高又は振替高

― ― ― (―) ―

計 10,235,334 2,032,848 12,268,182 (―) 12,268,182

営業費用 9,411,266 2,087,223 11,498,490 ― 11,498,490

営業利益（又は営業損失△） 824,067 △54,374 769,692 ― 769,692

事業区分 主要な事業内容

ソリューション事業

小売業向けソリューション、工務店及び工事会社向けソリューション、医療機
関向けソリューション、飲食業・仲卸業向けソリューション、教育業向けソリ
ューション、美容業向けソリューション、士業向けソリューション、製造業向
けソリューション、ロイヤルハウス、工事ドットネット等

情報通信機器事業 ビジネスフォン、複合機等



前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

  

 
(注) １ 事業区分の方法 

  事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２ 各区分に属する主要な事業内容 

  

 
（注）前連結会計年度まで各区分に属する主要な商材を記載しておりましたが、当連結会計年度より各区分

の主要な事業内容を記載しております。 

３ 営業費用のうち配賦不能営業費用はありません。 

  

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、本邦以外の国または地域に所在する連結

子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

【海外売上高】 

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、海外売上高がないため、該当事項はあり

ません。 

  

ソリューション 
事業 
(千円)

情報通信
機器事業 
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結 
(千円)

  売上高

(1) 外部顧客に対する
売上高

14,117,991 6,211,726 20,329,718 ― 20,329,718

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― (―) ―

計 14,117,991 6,211,726 20,329,718 (―) 20,329,718

営業費用 10,687,152 5,375,303 16,062,456 ― 16,062,456

営業利益 3,430,839 836,422 4,267,262 ― 4,267,262

事業区分 主要な事業内容

ソリューション事業

小売業向けソリューション、工務店及び工事会社向けソリューション、医療機
関向けソリューション、飲食業・仲卸業向けソリューション、教育業向けソリ
ューション、美容業向けソリューション、士業向けソリューション、製造業向
けソリューション、ロイヤルハウス、工事ドットネット等

情報通信機器事業 ビジネスフォン、複合機等



(１株当たり情報) 

  

 

 
(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１株当たり純資産額 35,876.78円 １株当たり純資産額 40,208.51円 １株当たり純資産額 23,534.96円

１株当たり 
中間純利益金額

3,926.12円
１株当たり 
中間純利益金額

432.35円
１株当たり
当期純利益金額

5,026.55円

潜在株式調整後 
１株当たり 
中間純利益金額

3,855.58円
潜在株式調整後
１株当たり 
中間純利益金額

426.15円
潜在株式調整後
１株当たり 
当期純利益金額

4,923.59円

 

 当社は、平成17年５月20日付で株

式１株につき４株の株式分割を行っ

ております。

 なお、当該株式分割が前期首に行

われたと仮定した場合の１株当たり

情報については、以下のとおりとな

ります。

前中間連結 
会計期間

前連結会計年度

１株当たり
純資産額
27,641.99円

１株当たり
中間純利益金額
2,070.97円

潜在株式調整後
１株当たり中間
純利益金額
2,025.25円

１株当たり
純資産額
32,377.80円

１株当たり
当期純利益金額
5,868.10円

潜在株式調整後
１株当たり当期
純利益金額
5,761.07円

 

 

 

 

 当社は、平成18年３月１日付で株

式１株に対し２株の株式分割を行っ

ております。 

 なお、当該株式の分割が前期首に

行われていたと仮定した場合の前中

間連結会計期間における１株当たり

情報については、以下のとおりとな

ります。

１株当たり純資産額 17,938.39円

１株当たり 
中間純利益金額

1,963.06円

潜在株式調整後
１株当たり 
中間純利益金額

1,927.79円

 

 

 

 当社は、平成17年５月20日付で株

式１株に対し４株の株式分割を、平

成18年３月１日付で株式１株に対し

２株の株式分割を行っております。 

 なお、当該株式の分割が前期首に

行われていたと仮定した場合の前連

結会計年度における１株当たり情報

については、以下のとおりとなりま

す。

１株当たり純資産額 16,188.90円

１株当たり
当期純利益金額

2,934.05円

潜在株式調整後
１株当たり 
当期純利益金額

2,880.54円

前中間連結会計期間末 当中間連結会計期間末 前連結会計年度末
（平成17年９月30日） （平成18年９月30日） （平成18年３月31日）

中間連結貸借対照表の純資産
の部の合計額（千円）

― 20,976,881 ―

普通株式に係る純資産額 
（千円）

― 20,689,448 ―

差額の内訳（千円）

 新株予約権 ― 22,369 ―

 少数株主持分 ― 265,063 ―

普通株式の発行済株式数
（株）

― 515,302 ―

普通株式の自己株式数（株） ― 748 ―

1株当たり純資産額の算定に
用いられた普通株式の数
（株）

― 514,554 ―



２ １株当たり中間(当期)純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益金額 

 
  

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度
(自 平成17年４月１日 (自 平成18年４月１日 (自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日) 至 平成18年９月30日) 至 平成18年３月31日)

１株当たり中間(当期)純利益
金額

中間(当期)純利益(千円) 930,541 217,940 2,398,823 

普通株主に帰属しない金額 
(千円)

― ― 10,000 

(うち利益処分による 
役員賞与金)

(―) (―) (10,000)

普通株式に係る中間(当期) 
純利益(千円)

930,541 217,940 2,388,823

期中平均株式数(株) 237,013 504,081 475,241

潜在株式調整後１株当たり 
中間(当期)純利益金額

中間(当期)純利益調整額 
(千円)

― ― △102

(子会社の新株予約権) ― ― (△102)

普通株式増加数(株) 4,336 7,335 9,917

(うち新株予約権) (4,336) (7,335) (9,917)

希薄化効果を有しないため、
潜在株式調整後１株当たり中
間(当期)純利益金額の算定に
含めなかった潜在株式の概要

新株予約権  １種類 ①当社の新株予約権 ①当社の新株予約権

(新株予約権の数
      6,878個） 
 なお、概要は、「第
４.提出会社の状況、
１．株式等の状況、
（２）新株予約権等の
状況」に記載のとおり
であります。

平成17年６月29日定時株
主総会決議  
      1,116個 
平成18年６月29日定時株
主総会決議 
      1,000個 
平成18年６月29日定時株
主総会決議 
      2,950個

     １種類 
(新株予約権の数 
      1,119個)
なお、概要は、「第
４.提出会社の状況、
１．株式等の状況、
（２）新株予約権等の
状況」に記載のとおり
であります。

なお、概要は、「第
４.提出会社の状況、
１．株式等の状況、
（２）新株予約権等の
状況」に記載のとおり
であります。

②連結子会社の新株予
約権

②連結子会社の新株予
約権

５種類 １種類

(新株予約権の数 (新株予約権の数

493,997個) 14個)

③持分法適用関連会社
の新株予約権

③持分法適用関連会社
の新株予約権

３種類 ３種類

(新株予約権の数 (新株予約権の数

63個)  63個)



(重要な後発事象) 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)

――――― 
 

（新株予約権（ストック・オプショ

ン）の消却）

―――――

 当社は、平成18年12月21日開催の

取締役会において、平成18年６月29

日開催の定時株主総会決議に基づき

発行した新株予約権（ストック・オ

プション）を無償で取得及び消却す

ることを決議し、同日付で取得及び

消却致しました。

(1) 取得及び消却の理由

 当社グループの現状の業績を勘

案し、当社グループのこれまで

の業績成長軌道への早期回帰を

図るため、ストック・オプショ

ンを付与した新株予約権者との

協議の結果、平成18年６月29日

株主総会決議に基づき発行した

新株予約権を放棄することにつ

いて合意に至りましたので、当

ストック・オプションを当社に

て無償で取得し、消却すること

と致しました。

 
 

(2) 取得及び消却した新株予約権

①当社従業員並びに当社連結子会社の
取締役及び従業員に対するストッ
ク・オプション

発行日 平成18年9月1日

新株予約権の数(注) 2,914個

新株予約権の目的と

なる株式の種類及び

数(注)

当社普通株式 

2,914株 

(新株予約権1個当た

りの株式数1株）

新株予約権の行使持

の払込金額
341,707円

新株予約権の行使期

間

平成20年７月１日 

平成24年６月30日

新株予約権の行使に

より株式を発行する

場合の株式の発行価

格及び資本組入額

発行価格 

 341,707円 

資本組入額 

 170,854円

(注)退職による新株予約権の失効分を
除いております。

②取締役に対するストック・オプショ
ン

発行日 平成18年9月7日

新株予約権の数 1,000個

新株予約権の目的と

なる株式の種類及び

数

当社普通株式 

1,000株 

(新株予約権1個当た

りの株式数1株）

新株予約権の行使時

の払込金額
347,000円

新株予約権の行使期

間

平成20年７月１日 

平成24年６月30日

新株予約権の行使に

より株式を発行する

場合の株式の発行価

格及び資本組入額

発行価格 

 347,000円 

資本組入額 

 173,500円



前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

(3) 財政状態及び経営成績に与える

影響

当該ストック・オプションの発

行日から取得及び消却日までに

連結貸借対照表の純資産の部に

計上した新株予約権89,476千円

を平成19年３月期の特別利益に

計上致します。

(アイ・モバイル株式会社の株式取

得(子会社化)) 

 当社は平成17年12月15日開催の取

締役会において、アイ・モバイル株

式会社の株式を取得し、子会社化す

ることを決議し、平成17年12月21日

付けで子会社と致しました。

――――― ―――――

(1) 株式取得の理由

  同社が運用するサービス提供サ

イト及び同社提携企業との協業を

通じて新たな販売先を取得し、サ

イトの利用者である医療機関に対

して当社グループのＩＴインフラ

を中心とした経営支援サービスを

提供することで、当社グループは

より総合的かつ付加価値の高い経

営支援サービスの提供が可能にな

ります。

(2) アイ・モバイル株式会社の株式

取得の概要

 ア. アイ・モバイル株式会社の

概要(平成17年９月30日現在)

(a) 商号

アイ・モバイル株式会社

(b) 代表者

代表取締役デービット・リ

ーブレック

(c) 所在地

東京都千代田区九段北

三丁目２番５号

(d) 設立年月 平成12年５月

(e) 主な事業内容

情報システムの企画、設計

並びに管理運営に関する業

務

(f) 資本金 234,859千円

(g) 発行済株式数

    3,020,819株

(h) 業績(平成17年９月期）

売上高 407,788千円

経常利益 5,413千円

当期純損失 74,107千円

資産合計 351,397千円

負債合計 251,164千円

資本合計 100,233千円



 
  

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

 イ. 株式譲受の概要

(a) 株式取得数

3,020,819株(注)

(議決権) (100.0％)(注)

(注)間接保有分も含めて記載し

ております。

(b) 取得日

平成17年12月21日

(c) 株式の取得先

ソフトバンク・インターネ

ットテクノロジー・ファン

ド２、３号等、株式会社ジ

ャフコ、アイ・モバイル株

式会社の取締役及び従業員

等

(d) 取得金額

642,396千円(注)

(注)直接保有分のみを記載して

おります。

 

(e) 異動前後の所有株式数の状

況

所有株式数 議決権比率

異動前
―株
(―株)

―％
(―％)

異動後
3,020,819株
(1,414,829株)

100.0％
(46.84％)

(注)所有株式数及び議決権比率

の間接保有分は( )内に内

数で記載しております。

(イークロッシング株式会社の株式

取得(子会社化)) 

 当社は平成17年12月15日開催の取

締役会において、イークロッシング

株式会社の株式を取得し、子会社化

することを決議し、平成17年12月21

日付けで子会社と致しました。

――――― ―――――

(1) 株式取得の理由

  同社は、アイ・モバイル株式会

社の株式を46.84％所有しており

ます。当社はアイ・モバイル株式

会社の株式を間接保有することを

目的とし同社株式を取得致しま

す。



前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

(2) イークロッシング株式会社の株

式取得の概要

 ア. イークロッシング株式会社

の概要(平成17年９月30日現在)

――――― ―――――

(a) 商号

イークロッシング株式会社

(b) 代表者

代表取締役デービット・リ

ーブレック

(c) 所在地

東京都千代田区九段北

三丁目２番５号

(d) 設立年月

平成12年３月

(e) 主な事業内容

資産管理業務

(f) 資本金

100,000千円

(g) 発行済株式数

2,388,293株

 イ. 株式譲受の概要

(a) 株式取得数

2,388,293株

(議決権) (100.0％)

(b) 取得日

平成17年12月21日

(c) 取得金額

565,931千円

 

(d) 異動前後の所有株式数の状

況

所有株式数 議決権比率

異動前 ―株 ―％

異動後 2,388,293株 100.0％

(コミットメントライン契約の締結)

 当社は、下記のとおり株式会社三

井住友銀行とコミットメントライン

契約を締結致しました。

(1) コミットメントラインの総額

1,000,000千円

 
 
 
 
 
 

―――――

 
 
 
 
 
 

―――――

(2) 契約日

平成17年12月21日より平成18年

12月20日まで

(3) 資金使途

短期運転資金



前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

――――― ――――― (株式会社アペックス・インターナ

ショナルの株式取得(子会社化))

 当社は平成18年３月13日開催の取

締役会において、株式会社アペック

ス・インターナショナルの株式を取

得し、子会社とすることを決議し、

平成18年４月26日付で子会社と致し

ました。

１．株式取得の理由

 食材の仕入に関する優れた事業

ノウハウとロイヤリティの高い会

員組織を有する同社が当社グルー

プに加わることは、当社グループ

にとりましても新たなサービスの

拡充となります。

２．株式会社アペックス・インター

ナショナルの概要

  (平成18年３月31日現在)

(a) 商号

株式会社アペックス・イン

ターナショナル（注）

(b) 代表者

代表取締役 西尾 匠史

(c) 所在地

東京都足立区日ノ出町27番

４－409号（注）

(d) 設立年月

平成２年７月

(e) 主な事業内容

・食材の個人向け宅配事業

及び情報提供

・事業者向け納め業務

・ギフト関連業務

・ゴルフコンサルタント事

業

(f) 資本金

50,000千円

(g) 発行済株式数

1,000株

（注）平成18年６月に商号を

「株式会社築地魚河岸や

っちゃば倶楽部」に変更

し、所在地を東京都中央

区築地四丁目７番３号に

移転しております。 

なお、株式会社アペック

ス・インターナショナル

は、平成18年３月にゴル

フ会員権の販売等を主要

な事業内容とする子会社

「株式会社アペックス・

インターナショナル」を

設立しております。



前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

３. 株式譲受の概要

  (a) 株式取得数     1,000株 

    (議決権)   (100.0％) 

(b) 取得日 

    平成18年４月26日 

(c) 取得金額 

    480,000千円 

(d) 異動前後の所有株式数の状

況

所有株式数 議決権比率

異動前 ―株 ―％

異動後 1,000株 100.0％

――――― ―――――

(新株式発行) 

 平成18年４月19日開催の当社取締

役会の決議に基づき、平成18年５月

15日を払込期日とする公募増資(一

般募集)を行いました。

１．公募による新株式発行

(1) 発行新株式 

普通株式 31,000株

(2) 発行価額 

１株につき299,000円

(3) 発行価額の総額 

9,269,000千円

(4) 発行価額の総額のうち資本へ組

み入れない額 

4,634,500千円

(5) 新株の配当起算日 

平成18年４月１日

(6) 資金の使途 

設備投資、投融資、短期借入金

返済、ソリューション事業にお

ける開業支援サービス及び金融

支援サービスのための運転資金

に充当する予定であります。

 なお、当社は新株式発行並びにオ

ーバーアロットメントによる株式売

出しに関連し、平成18年４月19日開

催の取締役会決議に基づき、平成18

年６月13日を払込期日とする第三者

割当増資を行いました。

２．第三者割当による新株式発行

(1) 発行新株式 

普通株式 4,650株

(2) 発行価額 

１株につき299,000円

(3) 発行価額の総額 

1,390,350千円

(4) 発行価額の総額のうち資本へ組

み入れない額 

695,175千円



前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

(5) 新株式の配当起算日 

平成18年４月１日

(6) 資金の使途 

設備投資、投融資、短期借入金

返済、ソリューション事業にお

ける開業支援サービス及び金融

支援サービスのための運転資金

に充当する予定であります。

――――― ―――――

（取締役に対するストックオプショ

ン制度の導入）

 平成18年６月29日開催の当社定時

株主総会において、「取締役に対し

ストックオプションとして割り当て

る新株予約権に関する報酬等の額お

よび内容の決定の件」を決議致しま

した。 

 会社法第361条第１項第３号に規

定される報酬等のうち金銭でないも

のである新株予約権に関する報酬等

の額として各事業年度に係る定時株

主総会開催日の翌日以降１年間にお

いて年額200百万円以内で、下記の

内容のとおり新株予約権を割り当て

るものであります。

(1) 新株予約権の割当対象者

  当社の取締役

(2) 各事業年度に係る定時株主総会

開催日の翌日以降１年間に割り

当てる新株予約権の目的たる株

式の種類および数

  当社普通株式1,000株を上限と

する。

(3) 各事業年度に係る定時株主総会

開催日の翌日以降１年間に割り

当てる新株予約権の数の上限 

1,000個を上限とする。

(4) 新株予約権の発行価額  

無償とする。

(5) 新株予約権の行使に際して払込

みをなすべき金額 

 新株予約権の行使に際してす

る出資の目的は金銭とし、その

価額は、新株予約権の行使に際

して払込をすべき１株当たりの

金額（以下「行使価額」とい

う）に各新株予約権の目的であ

る株式の数を乗じた価額とす

る。行使価額は、新株予約権を



前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

  割り当てる日の属する月の前月

の各日（取引が成立しない日を

除く）における株式会社ジャス

ダック証券取引所が公表する当

社普通株式の最終価格（以下、

「最終価格」という）の平均値

に1.05を乗じて得た金額とし、

１円未満の端数は切り上げる。

ただし、当該金額が新株予約権

を割り当てる日の最終価格（当

日に最終価格がない場合は、そ

れに先立つ直近日の最終価格）

を下回る場合は、新株予約権を

割り当てる日の最終価格を払い

込み金額とする。

   なお、割当日以降、当社が株

式分割又は株式併合を行う場

合、次の算式により払込価額を

調整し、調整により生ずる１円

未満の端数は切り上げる。

調整後
＝

調整前
×

1

行使価額 行使価額 分割・併合
の比率

   また、割当日以降、当社が時

価を下回る価額で当社普通株式

につき、新株式を発行または自

己株式の処分を行う場合（新株

予約権の行使による場合を除

く。）は、次の算式により調整

し、調整により生ずる１円未満

の端数は切り上げる。 

調整後
＝

調整前
×

行使価額 行使価額

新規発行
×
1株当たり

既発行
+
株式数 払込価額

株式数 1株当たりの時価

既発行株式数+新規発行株式数

 
   上記算式において、「既発行

株式数」とは当社の発行済普通

株式数から当社が保有する自己

株式数を控除した数とし、自己

株式の処分を行う場合には、

「新規発行株式数」を「処分す

る自己株式数」、「1株当たり

払込価額」を「1株当たり処分

金額」に各々読み替えるものと

する。



前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

      さらに、割当日以降、当社が

合併等を行う場合、株式の無償

割り当てを行う場合、その他こ

れらの場合に準じた払込価額の

調整を必要とする事由が生じた

ときには、それぞれの条件等を

勘案のうえ、合理的な範囲で行

使価額を調整するものとする。

(6) 新株予約権を行使することがで

きる期間

 平成20年７月１日から平成24年
６月30日まで 

(7) 新株予約権の行使の条件 

  ① 新株予約権を行使するために

は、その割当てを受けた時から

権利行使時に至るまでの間、継

続して当社または当社連結子会

社の取締役または従業員のいず

れかに在任または在職すること

を要する。ただし、任期満了に

よる退任、定年退職、その他取

締役会が正当な理由があると認

めた場合はこの限りではな

い。 

  ② 新株予約権の割当てを受けた者

が上記(6)の新株予約権を行使

することができる期間中に死亡

した場合、相続人がその権利を

承継するものとする。 

  ③ その他の条件については、取締

役会決議に基づき当社と新株予

約権者との間で締結する新株予

約権割当契約の定めるところに

よる。 

(8) 譲渡による新株予約権の取得の

制限 

 譲渡による新株予約権の取得

については、当社取締役会の承

認を要する。

(9) その他  

  その他割り当てる新株予約権

の内容、募集事項、および細目

については当社取締役会の決議

によりこれを定める。



前中間連結会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

――――― ――――― (当社従業員ならびに当社連結子会
社の取締役および従業員に対するス
トックオプションの件） 

平成17年６月29日開催の当社定時
株主総会において、「当社従業員な
らびに当社連結子会社の取締役およ
び従業員に対しストックオプション
として発行する新株予約権の募集事
項の決定を当社取締役会に委任する
件」を決議致しました。 

(1) 新株予約権の割当対象者

  当社従業員ならびに当社子会社

の取締役および従業員 

(2) 新株予約権の目的たる株式の種 
    類および数

  当社普通株式3,000株を上限と

する。 

(3) 発行する新株予約権の総数

  3,000個を上限とする。

(4) 新株予約権の発行価額

 無償とする。

(5) 新株予約権の行使に際して払込 
  みをなすべき金額

新株予約権の行使に際してす
る出資の目的は金銭とし、その
価額は、新株予約権の行使に際
して払込をすべき１株当たりの
金額（以下「行使価額」とい
う）に各新株予約権の目的であ
る株式の数を乗じた価額とす
る。行使価額は、新株予約権を
割り当てる日の属する月の前月
の各日（取引が成立しない日を
除く）における株式会社ジャス
ダック証券取引所が公表する当
社普通株式の最終価格（以下、
「最終価格」という）の平均値
に1.05を乗じて得た金額とし、
１円未満の端数は切り上げる。
ただし、当該金額が新株予約権
を割り当てる日の最終価格（当
日に最終価格がない場合は、そ
れに先立つ直近日の最終価格）
を下回る場合は、新株予約権を
割り当てる日の最終価格を払い
込み金額とする。
 なお、割当日以降、当社が株
式分割又は株式併合を行う場
合、次の算式により払込価額を
調整し、調整により生ずる１円
未満の端数は切り上げる。 

調整後
＝
調整前

×
1

行使価額 行使価額 分割・併合の
比率

また、発行日以降、当社が時
価を下回る価額で当社普通株式
につき、新株式を発行または自
己株式の処分を行う場合（新株
予約権の行使による場合を除
く。）は、次の算式により調整
し、調整により生ずる１円未満
の端数は切り上げる。 



 
(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  

前中間連結会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

 

調整後
＝

調整前
×

行使価額 行使価額

新規発行 

株式数
×
1株当たり

払込価額既発行 

株式数
+

1株当たりの時価

既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において、「既発行
株式数」とは当社の発行済普通
株式数から当社が保有する自己
株式数を控除した数とし、自己
株式の処分を行う場合には、
「新規発行株式数」を「処分す
る自己株式数」、「１株当たり
払込価額」を「１株当たり処分
金額」に各々読み替えるものと
する。 
さらに、割当日以降、当社が

合併等を行う場合、株式の無償
割り当てを行う場合、その他こ
れらの場合に準じた払込価額の
調整を必要とする事由が生じた
ときには、それぞれの条件等を
勘案のうえ、合理的な範囲で行
使価額を調整するものとする。 

(6) 新株予約権の権利行使期間

平成20年７月１日から平成24年
６月30日まで 

(7) 新株予約権の行使の条件 

 ① 新株予約権を行使するために 

は、その割当てを受けた時から

権利行使時に至るまでの間、継

続して当社または当社連結子会

社の取締役または従業員のいず

れかに在任または在職すること

を要する。ただし、任期満了に

よる退任、定年退職、その他取

締役会が正当な理由があると認

めた場合はこの限りではない。 

 ② 新株予約権の割当てを受けた者

が上記(6)の新株予約権を行使

することができる期間中に死亡

した場合、相続人がその権利を

承継するものとする。

 ③ その他の条件については、取 

締役会決議に基づき当社と新株

予約権者との間で締結する新株

予約権割当契約の定めるところ

による。 

(8) 譲渡による新株予約権の取得の
制限 

譲渡による新株予約権の取得に
ついては、当社取締役会の承認
を要する。



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

 
  

前中間会計期間末

(平成17年９月30日)

当中間会計期間末

(平成18年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

１ 現金及び預金 1,279,041 6,347,081 1,490,997

２ 売掛金 293,732 116,307 1,829

３ 有価証券 374,221
― ―

４ 短期貸付金 50,000 1,770,817 241,817

５ その他 356,328 549,156 968,538

  流動資産合計 2,353,323 36.5 8,783,362 42.9 2,703,184 18.3

Ⅱ 固定資産

１ 有形固定資産 ※１ 97,837 164,500 137,426

２ 無形固定資産

(1) ソフトウエア 296,743
325,969 298,494

(2) その他 2,648
109,432

124,686

無形固定資産合計 299,392 435,401 423,181

３ 投資その他の資産

(1) 投資有価証券 3,437,449 9,232,080 11,012,168

(2) 敷金・保証金 256,560 503,999 496,249

(3) その他 23,243 1,380,211 25,391

 貸倒引当金 △14,541 △14,541
△14,541

投資その他の資産 
合計

3,702,711 11,101,750 11,519,267

  固定資産合計 4,099,940 63.5 11,701,652 57.1 12,079,875 81.7

  資産合計 6,453,264 100.0 20,485,015 100.0 14,783,059 100.0



 
  

前中間会計期間末

(平成17年９月30日)

当中間会計期間末

(平成18年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

１ 短期借入金 ― ― 5,200,000

２ 賞与引当金 29,374 15,967 16,326

３ その他 108,236 137,580 197,620

  流動負債合計 137,610 2.1 153,547
0.7

5,413,946 36.6

Ⅱ 固定負債

１ 繰延税金負債 37,033 ― 858,685

 固定負債合計 37,033 0.6 ― ― 858,685 5.8

 負債合計 174,644 2.7 153,547 0.7 6,272,632 42.4

(資本の部)

Ⅰ 資本金 2,293,994 35.5 ― ― 2,315,047 15.7

Ⅱ 新株式申込証拠金 ※４ 6,934 0.1 ― ― 1,974 0.0

Ⅲ 資本剰余金

１ 資本準備金 2,391,084 ― 2,412,137

２ その他資本剰余金 474 ― 474

  資本剰余金合計 2,391,558 37.1 ― ― 2,412,611 16.3

Ⅳ 利益剰余金

１ 利益準備金 1,430 ― 1,430

２ 中間(当期)未処分 
  利益

1,582,939 ― 2,584,275

  利益剰余金合計 1,584,370 24.6 ― ― 2,585,705 17.5

Ⅴ その他有価証券 
  評価差額金

66,957 1.0 ― ― 1,260,283 8.5

Ⅵ 自己株式 △65,195 △1.0 ― ― △65,195 △0.4

  資本合計 6,278,620 97.3 ― ― 8,510,427 57.6

  負債・資本合計 6,453,264 100.0 ― ― 14,783,059 100.0



 
  

前中間会計期間末

(平成17年９月30日)

当中間会計期間末

(平成18年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

１ 資本金 ― ― 7,717,992 37.7 ― ―

２ 資本剰余金

(1) 資本準備金 ― 7,815,080 ―

(2) その他資本剰余金 ― 474 ―

資本剰余金合計 ― ― 7,815,554 38.2 ― ―

３ 利益剰余金

(1) 利益準備金 ― 1,430 ―

(2) その他利益剰余金

  繰越利益剰余金 ― 4,922,882 ―

利益剰余金合計 ― ― 4,924,312 24.0 ― ―

４ 自己株式 ― ― △65,195 △0.3 ― ―

株主資本合計 ― ― 20,392,665 99.6 ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等

  その他有価証券 
  評価差額金

― ― △83,566 △0.4 ― ―

評価・換算差額等 
合計

― ― △83,566 △0.4 ― ―

Ⅲ 新株予約権 ― ― 22,369 0.1 ― ―

純資産合計 ― ― 20,331,467 99.3 ― ―

負債純資産合計 ― ― 20,485,015 100.0 ― ―



② 【中間損益計算書】 

  

 
  

前中間会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度の
要約損益計算書

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ 営業収入

 １ 関係会社受取配当金 750,000 2,580,000 1,750,000

 ２ 受取マネージメント 
   フィー

419,263 642,014 634,373

 ３ その他売上 24,299 ― 22,338

営業収入計 1,193,563 100.0 3,222,014 100.0 2,406,711 100.0

Ⅱ 販売費及び一般管理費 435,661 36.5 533,719 16.6 640,067 26.6

   営業利益 757,901 63.5 2,688,295 83.4 1,766,644 73.4

Ⅲ 営業外収益 ※１ 9,966 0.8 36,550 1.1 14,832 0.6

Ⅳ 営業外費用 ※２ 3,940 0.3 72,203 2.2 8,172 0.3

経常利益 763,927 64.0 2,652,642 82.3 1,773,304 73.7

Ⅴ 特別利益 ※３ ― ― 948,635 29.4 ― ―

Ⅵ 特別損失 ※４ ― ― 1,042,047 32.3 ― ―

税引前中間(当期) 
純利益

763,927 64.0 2,559,230 79.4 1,773,304 73.7

法人税、住民税及び 
事業税

12,251 453,934 15,739

法人税等調整額 △949 11,302 0.9 △458,039 △4,105 △0.1 3,603 19,343 0.8

中間(当期)純利益 752,625 63.1 2,563,336 79.5 1,753,960 72.9

前期繰越利益 830,314 ― 830,314

中間(当期)未処分 
利益

1,582,939 ― 2,584,275



③ 【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
  

 
  

 
(注）平成18年６月29日開催の定時株主総会決議によるものであります。 

  

株主資本

資本金 新株式申込証拠金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

平成18年３月31日残高(千円) 2,315,047 1,974 2,412,137 474 2,412,611

中間会計期間中の変動額

 新株の発行 5,402,945 △1,974 5,402,943 5,402,943

 剰余金の配当（注）

 利益処分による役員賞与（注）

 中間純利益

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)

中間会計期間中の変動額合計 
(千円)

5,402,945 △1,974 5,402,943 ― 5,402,943

平成18年９月30日残高(千円) 7,717,992 ― 7,815,080 474 7,815,554

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金合計

繰越利益剰余金

平成18年３月31日残高(千円) 1,430 2,584,275 2,585,705 △65,195 7,250,143

中間会計期間中の変動額

 新株の発行 10,803,914

 剰余金の配当（注） △214,729 △214,729 △214,729

 利益処分による役員賞与（注） △10,000 △10,000 △10,000

 中間純利益 2,563,336 2,563,336 2,563,336

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)

―

中間会計期間中の変動額合計 
(千円)

― 2,338,607 2,338,607 ― 13,142,521

平成18年９月30日残高(千円) 1,430 4,922,882 4,924,312 △65,195 20,392,665

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(千円) 1,260,283 1,260,283 ― 8,510,427

中間会計期間中の変動額

 新株の発行 10,803,914

 剰余金の配当（注） △214,729

 利益処分による役員賞与（注） △10,000

 中間純利益 2,563,336

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)

△1,343,850 △1,343,850 22,369 △1,321,481

中間会計期間中の変動額合計 
(千円)

△1,343,850 △1,343,850 22,369 11,821,040

平成18年９月30日残高(千円) △83,566 △83,566 22,369 20,331,467



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

  

 
  

項目
前中間会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１ 資産の評価基準及

び評価方法

(1) 有価証券

売買目的有価証券  

時価法(売却原価は

移動平均法により算

定)を採用しており

ます。

(1) 有価証券

売買目的有価証券  

―――――

(1) 有価証券

売買目的有価証券  

時価法(売却原価は

移動平均法により算

定)を採用しており

ます。

子会社株式及び関連会

社株式

移動平均法による原

価法を採用しており

ます。

子会社株式及び関連会

社株式

同左

子会社株式及び関連会

社株式

同左

(2) その他有価証券

時価のあるもの

―――――

(2) その他有価証券

時価のあるもの

中間決算日の市場価

格等に基づく時価法

(評価差額は全部純

資産直入法により処

理し、売却原価は移

動平均法により算

定)を採用しており

ます。

(2) その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等

に基づく時価法(評

価差額は全部資本直

入法により処理し、

売却原価は移動平均

法により算定)を採

用しております。

時価のないもの

移動平均法による原

価法を採用しており

ます。

時価のないもの

移動平均法による原

価法を採用しており

ます。 

なお、証券取引法第

２条第２項により有

価証券とみなされる

投資事業組合等への

出資持分について

は、最近の決算書を

基礎とし、持分相当

額を純額で取り込む

方法によっておりま

す。

時価のないもの

同左

２ 固定資産の減価償

却の方法

(1) 有形固定資産

定率法(ただし建物(附

属設備を除く)につい

ては定額法)によって

おります。

なお、主な耐用年数は

以下のとおりでありま

す。

  建物   ３年～18年

  工具、器具及び備品

３年～10年

(1) 有形固定資産

同左

(1) 有形固定資産

同左



 
  

項目
前中間会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

(2) 無形固定資産

無形固定資産に計上し

ている自社利用のソフ

トウェアについては社

内における見込利用可

能期間(５年)に基づく

定額法で償却しており

ます。

(2) 無形固定資産

のれんについては、５

年償却しております。 

自社利用のソフトウェ

アについては社内にお

ける見込利用可能期間

(５年)に基づく定額法

で償却しております。

(2) 無形固定資産

営業権については、５

年均等償却しておりま

す。 

自社利用のソフトウェ

アについては社内にお

ける見込利用可能期間

(５年)に基づく定額法

で償却しております。

３ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損

失に備えて、一般債権

については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権

等特定の債権について

は個別に回収可能性を

勘案し、回収不能見込

額を計上しておりま

す。

(1) 貸倒引当金

同左

(1) 貸倒引当金

同左

(2) 賞与引当金

従業員の賞与の支払に

備えて、賞与支給見込

額のうち当中間会計期

間負担額を計上してお

ります。

(2) 賞与引当金

同左

(2) 賞与引当金

従業員の賞与の支払に

備えて、賞与支給見込

額のうち当期負担額を

計上しております。

４ その他中間財務諸

表(財務諸表)作成

のための基本とな

る重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の

会計処理は税抜方式によ

っております。

なお、仮払消費税等及び

仮受消費税等は相殺のう

え流動負債の「その他」

に含めて表示しておりま

す。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の

会計処理は税抜方式によ

っております。



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

  
前中間会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

(固定資産の減損に係る会計基準) 

当中間会計期間より、「固定資産

の減損に係る会計基準」(「固定資

産の減損に係る会計基準の設定に関

する意見書」(企業会計審議会 平

成14年８月９日))及び「固定資産の

減損に係る会計基準の適用指針」

(企業会計基準適用指針第６号 平

成15年10月31日)を適用しておりま

す。これによる損益に与える影響は

ありません。

_______________ (固定資産の減損に係る会計基準)

当事業年度より、「固定資産の減

損に係る会計基準」(「固定資産の

減損に係る会計基準の設定に関する

意見書」(企業会計審議会 平成14

年８月９日))及び「固定資産の減損

に係る会計基準の適用指針」(企業

会計基準適用指針第６号 平成15年

10月31日)を適用しております。こ

れによる損益に与える影響はありま

せん。

_______________ (ストック・オプション等に関する

会計基準） 

 当中間会計期間より、「ストッ

ク・オプション等に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 平成17

年12月27日 企業会計基準第８号）

及び「ストック・オプション等に関

する会計基準の適用指針」（企業会

計基準委員会 最終改正平成18年５

月31日 企業会計基準適用指針第11

号）を適用しております。これによ

り、営業利益、経常利益及び税引前

中間純利益は、それぞれ22,369千円

減少しております。

_______________

_______________ (貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等） 

(自己株式及び準備金の額の減少等

に関する会計基準等の一部改正） 

 当中間会計期間より、「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計

基準」（企業会計基準委員会 平成

17年12月９日 企業会計基準第５

号）及び「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準等の適用指

針」（企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準適用指針

第８号）並びに改正後の「自己株式

及び準備金の額の減少等に関する会

計基準」（企業会計基準委員会 最

終改正平成18年８月11日 企業会計

基準第１号）及び「自己株式及び準

備金の減少等に関する会計基準の適

用指針」（企業会計基準委員会 最

終改正平成18年８月11日 企業会計

基準適用指針第２号）を適用してお

ります。これによる損益に与える影

響はありません。 

 なお、従来の資本の部の合計に相

当する金額は、20,309,098千円であ

ります。 

 中間財務諸表等規則の改正によ

り、当中間会計期間における中間財

務諸表は、改正後の中間財務諸表等

規則により作成しております。

_______________



  

 
  

  

前中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

_______________ （企業結合に係る会計基準等） 

 当中間会計期間より、「企業結合

に係る会計基準」（企業会計審議会

平成15年10月31日）及び「事業分離

等に関する会計基準」（企業会計基

準委員会 平成17年12月27日 企業

会計基準第７号）並びに「企業結合

会計基準及び事業分離等会計基準に

関する適用指針」（企業会計基準委

員会 成17年12月27日 企業会計基

準適用指針第10号）を適用しており

ます。これによる損益に与える影響

はありません。 

_______________

_______________ （繰延資産の会計処理に関する当面

の取扱い） 

 当中間会計期間より、「繰延資産

の会計処理に関する当面の取扱い」

（企業会計基準委員会 平成18年８

月11日 実務対応報告第１号）を適

用しております。これによる損益へ

与える影響はありません。 

_______________



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

 

  

項目
前中間会計期間末 
(平成17年９月30日)

当中間会計期間末
(平成18年９月30日)

前事業年度末 
(平成18年３月31日)

※１ 有形固定資産の

減価償却累計額

53,789千円 90,693千円 69,785千円

２ 保証債務 次の関係会社について、営

業取引に係る仕入債務に対

し債務保証を行っておりま

す。

㈱テレウェイヴリンクス

89,091千円

次の関係会社について、営

業取引に係る仕入債務に対

し債務保証を行っておりま

す。

㈱テレウェイヴリンクス

36,630千円

次の関係会社について、営

業取引に係る仕入債務に対

し債務保証を行っておりま

す。

㈱テレウェイヴリンクス

99,702千円

３ 当座貸越契約及

び貸出コミット

メント契約

当社においては、運転資金

の効率的な調達を行うため

取引銀行１行と当座貸越契

約及び貸出コミットメント

契約を締結しております。

当中間会計期間末における

当座貸越契約及び貸出コミ

ットメントに係る借入未実

行残高は次のとおりであり

ます。

当座貸越極
度額及び貸
出コミット
メントの総
額

1,000,000千円

借入実行額 －千円

差引額 1,000,000千円

当社においては、運転資金

の効率的な調達を行うため

取引銀行３行と当座貸越契

約及び貸出コミットメント

契約を締結しております。

当中間会計期間末における

当座貸越契約及び貸出コミ

ットメントに係る借入未実

行残高は次のとおりであり

ます。

当座貸越極
度額及び貸
出コミット
メントの総
額

2,550,000千円

借入実行額 －千円

差引額 2,550,000千円

当社においては、運転資金

の効率的な調達を行うため

取引銀行３行と当座貸越契

約及び貸出コミットメント

契約を締結しております。

当事業年度末における当座

貸越契約及び貸出コミット

メントに係る借入未実行残

高は次のとおりでありま

す。

当座貸越極
度額及び貸
出コミット
メントの総
額

6,000,000千円

借入実行額 5,200,000千円

差引額 800,000千円

※４ 新株式申込証拠

金

新株式申込証拠金は平成17

年10月12日に資本増加とな

る新株式156株の発行に関

するものであり、3,467千

円を資本準備金に繰り入れ

ております。

   ＿＿＿＿＿＿ 新株式申込証拠金は平成18

年４月24日に資本増加とな

る新株式108株の発行に関

するものであり、987千円

を資本準備金に繰り入れて

おります。



(中間損益計算書関係) 

  

 
  

項目
前中間会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

※１ 営業外収益のうち

主要なもの

受取利息 414千円 12,842千円 1,388千円

受取手数料 1,474 5,083 4,577

受取配当金 7,771 16,992 7,771

(なお、前中間会計期間の

受取配当金は、675千円で

あります。)

※２ 営業外費用のうち

主要なもの

支払利息 444千円 5,437千円 4,480千円

新株発行費 3,495 ― 3,692

株式交付費 ― 56,248 ―

投資事業組合運用損 ― 7,660 ―

※「新株発行費」は当中間

会計期間より「株式交

付費」として表示して

おります。

※３ 特別利益のうち主

要なもの

投資有価証券売却

益
―千円 948,635千円 ―千円

※４ 特別損失のうち主

要なもの

建物除却損 ―千円 1,942千円 ―千円

投資有価証券評価

損
― 1,040,104 ―

 ５ 減価償却実施額

有形固定資産 9,766千円 21,514千円 25,874千円

無形固定資産 20,272 39,961 73,589



(中間株主資本等変動計算書関係) 

当中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

１ 自己株式に関する事項 

   
  

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式(株) 748 － － 748



(リース取引関係) 

前中間会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

当中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

前事業年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

(有価証券関係) 

前中間会計期間末(平成17年９月30日現在) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

  

 
  

当中間会計期間末(平成18年９月30日現在) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

  

 
  

前事業年度末(平成18年３月31日現在) 

１ 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

  

 
  

２ 当事業年度中の保有目的の変更（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

当事業年度中に売買目的として取得、保有していた有価証券について、運用方針を見直し

たことにより、その他有価証券へ保有目的を変更しております。その結果、流動資産が

378,440千円減少、固定資産が同額増加し、期末において、その他有価証券評価差額金が△

22,050千円計上されております。また、売買目的有価証券として処理した場合と比較して営

業利益、経常利益及び税引前当期純利益が37,185千円増加しております。 

  

中間貸借対照表計上額
(千円)

時価
(千円)

差額 
(千円)

関連会社株式 1,352,968 2,210,192 857,224

合計 1,352,968 2,210,192 857,224

中間貸借対照表計上額
(千円)

時価
(千円)

差額 
(千円)

関連会社株式 2,564,905 2,525,033 △39,872

合計 2,564,905 2,525,033 △39,872

貸借対照表計上額
(千円)

時価
(千円)

差額 
(千円)

関連会社株式 2,564,905 3,686,858 1,121,952

合計 2,564,905 3,686,858 1,121,952



(１株当たり情報) 

  
前中間会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１株当たり純資産額 26,376.89円 １株当たり純資産額 39,469.32円 １株当たり純資産額 17,809.89円

１株当たり 
中間純利益金額

3,175.46円
１株当たり 
中間純利益金額

5,085.17円
１株当たり
当期純利益金額

3,669.63円

潜在株式調整後 
１株当たり 
中間純利益金額

3,118.41円
潜在株式調整後
１株当たり 
中間純利益金額

5,012.23円
潜在株式調整後
１株当たり 
当期純利益金額

3,594.62円

 

 当社は、平成17年５月20日付で株

式１株につき４株の株式分割を行っ

ております。

 なお、当該株式分割が前期首に行

われたと仮定した場合の１株当たり

情報については、以下のとおりとな

ります。

前中間会計期間 前事業年度

１株当たり
純資産額
22,321.59円

１株当たり
中間純利益金額
1,946.80円

潜在株式調整後
１株当たり中間
純利益金額
1,903.82円

１株当たり
純資産額
23,582.34円

１株当たり
当期純利益金額
1,834.11円

潜在株式調整後
１株当たり当期
純利益金額
1,800.66円

 

 

 

 当社は、平成18年３月１日付で株

式１株に対し２株の株式分割を行っ

ております。当該株式の分割が前期

首に行われていたと仮定した場合の

前中間会計期間における１株当たり

情報については、以下のとおりとな

ります。

１株当たり純資産額 13,188.44円

１株当たり中間純利益
金額

1,587.73円

潜在株式調整後
１株当たり 
中間純利益金額

1,559.21円

 

 

 

 当社は、平成17年５月20日付で株

式１株に対し４株の株式分割を、平

成18年３月１日付で株式１株に対し

２株の株式分割を行っております。

当該株式の分割が前期首に行われて

いたと仮定した場合の前事業年度に

おける１株当たり情報については、

以下のとおりとなります。

１株当たり純資産額 11,791.17円

１株当たり
当期純利益金額

917.06円

潜在株式調整後
１株当たり 
当期純利益金額

900.33円



(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
  

２ １株当たり中間(当期)純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益金額 

   
  

前中間会計期間末 当中間会計期間末 前事業年度末

（平成17年９月30日） （平成18年９月30日） （平成18年３月31日）

中間貸借対照表の純資産の部
の合計額（千円）

― 20,331,467 ―

普通株式に係る純資産額 
（千円）

― 20,309,098 ―

差額の内訳（千円）

新株予約権 ― 22,369 ―

普通株式の発行済株式数
（株）

― 515,302 ―

普通株式の自己株式数（株） ― 748 ―

1株当たり純資産額の算定に
用いられた普通株式の数
（株）

― 514,554 ―

前中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１株当たり中間(当期)純利益 
金額

中間(当期)純利益(千円) 752,625 2,563,336 1,753,960

普通株主に帰属しない金額
(千円)

― ― 10,000

(うち利益処分による 
役員賞与金)

(―) (―) (10,000)

普通株式に係る中間(当期)
純利益(千円)

752,625 2,563,336 1,743,960

期中平均株式数(株) 237,013 504,081 475,241

潜在株式調整後１株当たり
中間(当期)純利益金額

中間(当期)純利益調整額 
(千円)

― ― ―

普通株式増加数(株) 4,336 7,335 9,917

(うち新株予約権) (4,336) (7,335) (9,917)

希薄化効果を有しないため、
潜在株式調整後１株当たり中
間(当期)純利益金額の算定に
含めなかった潜在株式の概要

新株予約権  １種類
(新株予約権の数

6,878個)
 なお、概要は、「第
４.提出会社の状況、
１．株式等の状況、
（２）新株予約権等の
状況」に記載のとおり
であります。

新株予約権  ３種類
(平成17年６月29日定
時株主総会決議  
      1,116個 
平成18年６月29日定時
株主総会決議 
      1,000個 
平成18年６月29日定時
株主総会決議 
      2,950個)
なお、概要は、「第
４.提出会社の状況、
１．株式等の状況、
（２）新株予約権等の
状況」に記載のとおり
であります。

新株予約権  １種類 
(新株予約権の数

1,119個)
なお、概要は、「第

４.提出会社の状況、
１．株式等の状況、
（２）新株予約権等の
状況」に記載のとおり
であります。



(重要な後発事象) 

  
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)

――――― 
 

（新株予約権（ストック・オプショ
ン）の消却）

―――――

 当社は、平成18年12月21日開催の

取締役会において、平成18年６月29

日開催の定時株主総会決議に基づき

発行した新株予約権（ストック・オ

プション）を無償で取得及び消却す

ることを決議し、同日付で取得及び

消却致しました。

(1) 取得及び消却の理由

  当社グループの現状の業績を勘

案し、当社グループのこれまでの

業績成長軌道への早期回帰を図る

ため、ストック・オプションを付

与した新株予約権者との協議の結

果、平成18年６月29日株主総会決

議に基づき発行した新株予約権を

放棄することについて合意に至り

ましたので、当ストック・オプシ

ョンを当社にて無償で取得し、消

却することと致しました。

 
 

(2) 取得及び消却した新株予約権

①当社従業員並びに当社連結子会社の
取締役及び従業員に対するストッ
ク・オプション

発行日 平成18年9月1日

新株予約権の数(注) 2,914個

新株予約権の目的と

なる株式の種類及び

数(注)

当社普通株式 

2,914株 

(新株予約権1個当た

りの株式数1株）

新株予約権の行使持

の払込金額
341,707円

新株予約権の行使期

間

平成20年７月１日 

平成24年６月30日

新株予約権の行使に

より株式を発行する

場合の株式の発行価

格及び資本組入額

発行価格 

 341,707円 

資本組入額 

 170,854円

(注)退職による新株予約権の失効分を除
いております。

②取締役に対するストック・オプショ
ン

発行日 平成18年9月7日

新株予約権の数 1,000個

新株予約権の目的と

なる株式の種類及び

数

当社普通株式 

1,000株 

(新株予約権1個当た

りの株式数1株）

新株予約権の行使時

の払込金額
347,000円

新株予約権の行使期

間

平成20年７月１日 

平成24年６月30日

新株予約権の行使に

より株式を発行する

場合の株式の発行価

格及び資本組入額

発行価格 

 347,000円 

資本組入額 

 173,500円



 
  

前中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

(3) 財政状態及び経営成績に与える

影響

   当該ストック・オプションの発

行日から取得及び消却日までに貸

借対照表の純資産の部に計上した

新株予約権89,476千円を平成19年

３月期の特別利益に計上致しま

す。

(アイ・モバイル株式会社の株式取

得(子会社化)) 

 当社は平成17年12月15日開催の取

締役会において、アイ・モバイル株

式会社の株式を取得し、子会社化す

ることを決議し、平成17年12月21日

付けで子会社と致しました。

――――― ―――――

(1) 株式取得の理由

  同社が運用するサービス提供サ

イト及び同社提携企業との協業を

通じて新たな販売先を取得し、サ

イトの利用者である医療機関に対

して当社グループのＩＴインフラ

を中心とした経営支援サービスを

提供することで、当社グループは

より総合的かつ付加価値の高い経

営支援サービスの提供が可能にな

ります。

(2) アイ・モバイル株式会社の株式

取得の概要

 ア. アイ・モバイル株式会社の

概要(平成17年９月30日現在)

(a) 商号

アイ・モバイル株式会社

(b) 代表者

代表取締役デービット・リ

ーブレック

(c) 所在地

東京都千代田区九段北

三丁目２番５号

(d) 設立年月  平成12年５月

(e) 主な事業内容

情報システムの企画、設計

並びに管理運営に関する業

務

(f) 資本金  234,859千円

(g) 発行済株式数

        3,020,819株

(h) 業績 (平成17年９月期)

売上高 407,788千円

経常利益 5,413千円

当期純損失 74,107千円

資産合計 351,397千円

負債合計 251,164千円

資本合計 100,233千円



 
  

前中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

 イ. 株式譲受の概要

(a) 株式取得数

3,020,819株(注)

(議決権) (100.0％)(注)

(注)間接保有分も含めて記載し

ております。

(b) 取得日

平成17年12月21日

(c) 株式の取得先

ソフトバンク・インターネ

ットテクノロジー・ファン

ド２、３号等、株式会社ジ

ャフコ、アイ・モバイル株

式会社の取締役及び従業員

等

(d) 取得金額

642,396千円(注)

(注)直接保有分のみを記載して

おります。

 

(e) 異動前後の所有株式数の状

況

所有株式数 議決権比率

異動前
―株
(―株)

―％
(―％)

異動後
3,020,819株
(1,414,829株)

100.0％
(46.84％)

(注)所有株式数及び議決権比率

の間接保有分は( )内に内

数で記載しております。

(イークロッシング株式会社の株式

取得(子会社化)) 

 当社は平成17年12月15日開催の取

締役会において、イークロッシング

株式会社の株式を取得し、子会社化

することを決議し、平成17年12月21

日付けで子会社と致しました。

――――― ―――――

(1) 株式取得の理由

  同社は、アイ・モバイル株式会

社の株式を46.84％所有しており

ます。当社はアイ・モバイル株式

会社の株式を間接保有することを

目的とし同社株式を取得致しま

す。



 
  

前中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

(2) イークロッシング株式会社の株

式取得の概要

 ア. イークロッシング株式会社

の概要(平成17年９月30日現在)

(a) 商号

イークロッシング株式会社

(b) 代表者

代表取締役デービット・リ

ーブレック

(c) 所在地

東京都千代田区九段北

三丁目２番５号

(d) 設立年月

平成12年３月

(e) 主な事業内容

資産管理業務

(f) 資本金

100,000千円

(g) 発行済株式数

2,388,293株

 イ. 株式譲受の概要

(a) 株式取得数

2,388,293株

(議決権) (100.0％)

(b) 取得日

平成17年12月21日

(c) 取得金額

565,931千円

 

(d) 異動前後の所有株式数の状

況

所有株式数 議決権比率

異動前 ―株 ―％

異動後 2,388,293株 100.0％

(コミットメントライン契約の締結)

 当社は、下記のとおり株式会社三

井住友銀行とコミットメントライン

契約を締結致しました。

(1) コミットメントラインの総額

1,000,000千円

――――― ―――――

(2) 契約日

平成17年12月21日より平成18年

12月20日まで

(3) 資金使途

短期運転資金



 
  

前中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

――――― ――――― (株式会社アペックス・インターナ

ショナルの株式取得(子会社化))

 当社は平成18年３月13日開催の取

締役会において、株式会社アペック

ス・インターナショナルの株式を取

得し、子会社とすることを決議し、

平成18年４月26日付で子会社と致し

ました。

１．株式取得の理由

 食材の仕入に関する優れた事業

ノウハウとロイヤリティの高い会

員組織を有する同社が当社グルー

プに加わることは、当社グループ

にとりましても新たなサービスの

拡充となります。

２．株式会社アペックス・インター

ナショナルの概要

  (平成18年３月31日現在)

(a) 商号

株式会社アペックス・イン

ターナショナル(注)

(b) 代表者

代表取締役 西尾 匠史

(c) 所在地

東京都足立区日ノ出町27番

４－409号(注)

(d) 設立年月

平成２年７月

(e) 主な事業内容

・食材の個人向け宅配事業

及び情報提供

・事業者向け納め業務

・ギフト関連業務

・ゴルフコンサルタント事

業

(f) 資本金

50,000千円

(g) 発行済株式数

1,000株

(注)平成18年６月に商号を、

「株式会社築地魚河岸やっちゃ

ば倶楽部」に変更し、所在地を

東京都中央区築地四丁目７番３

号に移転しております。 

なお、株式会社アペックス・イ

ンターナショナルは、平成18年

３月にゴルフ会員権の販売等を

主要な事業内容とする子会社

「株式会社アペックス・インタ

ーナショナル」を設立しており

ます。



 
  

前中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

 

３. 株式譲受の概要

(a) 株式取得数 

1,000株 

(議決権) (100.0％)

(b) 取得日 

平成18年４月26日

(c) 取得金額 

480,000千円

(d) 異動前後の所有株式数の状

況

所有株式数 議決権比率

異動前 ―株 ―％

異動後 1,000株 100.0％

(新株式発行)

 平成18年４月19日開催の当社取締

役会の決議に基づき、平成18年５月

15日を払込期日とする公募増資(一

般募集)を行いました。

１．公募による新株式発行

(1) 発行新株式

普通株式 31,000株

(2) 発行価額

１株につき299,000円

(3) 発行価額の総額

9,269,000千円

(4) 発行価額の総額のうち資本へ組

み入れない額

4,634,500千円

(5) 新株式の配当起算日

平成18年４月１日

(6) 資金の使途

設備投資、投融資、短期借入金

返済、ソリューション事業にお

ける開業支援サービス及び金融

支援サービスのための運転資金

に充当する予定であります。 

なお、当社は新株式発行並びに

オーバーアロットメントによる

株式売出しに関連し、平成18年

４月19日開催の取締役会決議に

基づき、平成18年６月13日を払

込期日とする第三者割当増資を

行いました。

２．第三者割当による新株式発行

(1) 発行新株式

普通株式 4,650株

(2) 発行価額

１株につき299,000円

(3) 発行価額の総額

1,390,350千円

(4) 発行価額の総額のうち資本へ組

み入れない額

695,175千円



 
  

前中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

(5) 新株式の配当起算日

平成18年４月１日

(6) 資金の使途

設備投資、投融資、短期借入金

返済、ソリューション事業にお

ける開業支援サービス及び金融

支援サービスのための運転資金

に充当する予定であります。

――――― ――――― （取締役に対するストックオプショ

ン制度の導入）

平成18年６月29日開催の当社定時株

主総会において、「取締役に対しス

トックオプションとして割り当てる

新株予約権に関する報酬等の額およ

び内容の決定の件」を決議致しまし

た。

会社法第361条第１項第３号に規定

される報酬等のうち金銭でないもの

である新株予約権に関する報酬等の

額として各事業年度に係る定時株主

総会開催日の翌日以降１年間におい

て年額200百万円以内で、下記の内

容のとおり新株予約権を割り当てる

ものであります。

(1) 新株予約権の割当対象者

当社の取締役

(2) 各事業年度に係る定時株主総会

開催日の翌日以降１年間に割り

当てる新株予約権の目的たる株

式の種類および数

当社普通株式1,000株を上限と

する。

(3) 各事業年度に係る定時株主総会

開催日の翌日以降１年間に割り

当てる新株予約権の数の上限

1,000個を上限とする。

(4) 新株予約権の発行価額

無償とする。

(5) 新株予約権の行使に際して払込

みをなすべき金額

新株予約権の行使に際してする

出資の目的は金銭とし、その価

額は、新株予約権の行使に際し

て払込をすべき１株当たりの金

額（以下「行使価額」という）

に各新株予約権の目的である株

式の数を乗じた価額とする。行

使価額は、新株予約権を割り当

てる日の属する月の前月の各日

（取引が成立しない日を除く）



 
  

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)

における株式会社ジャスダック

証券取引所が公表する当社普通

株式の最終価格（以下、「最終

価格」という）の平均値に1.05

を乗じて得た金額とし、１円未

満の端数は切り上げる。ただ

し、当該金額が新株予約権を割

り当てる日の最終価格（当日に

最終価格がない場合は、それに

先立つ直近日の最終価格）を下

回る場合は、新株予約権を割り

当てる日の最終価格を払い込み

金額とする。 

 なお、割当日以降、当社が株

式分割又は株式併合を行う場

合、次の算式により払込価額を

調整し、調整により生ずる１円

未満の端数は切り上げる。

調整後
＝

調整前
×

1

行使価額 行使価額 分割・併合
の比率

 また、割当日以降、当社が時

価を下回る価額で当社普通株式

につき、新株式を発行または自

己株式の処分を行う場合（新株

予約権の行使による場合を除

く。）は、次の算式により調整

し、調整により生ずる１円未満

の端数は切り上げる。

調整後
＝

調整前
×

行使価額 行使価額

新規発行
×
1株当たり

既発行
+
株式数 払込価額

株式数 1株当たりの時価

既発行株式数+新規発行株式数

 上記算式において、「既発行

株式数」とは当社の発行済普通

株式数から当社が保有する自己

株式数を控除した数とし、自己

株式の処分を行う場合には、

「新規発行株式数」を「処分す

る自己株式数」、「１株当たり

払込価額」を「１株当たり処分

金額」に各々読み替えるものと

する。



 
  

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)

 さらに、割当日以降、当社が

合併等を行う場合、株式の無償

割り当てを行う場合、その他こ

れらの場合に準じた払込価額の

調整を必要とする事由が生じた

ときには、それぞれの条件等を

勘案のうえ、合理的な範囲で行

使価額を調整するものとする

(6) 新株予約権を行使することがで

きる期間

平成20年７月１日から平成24年

６月30日まで

(7) 新株予約権の行使の条件

 ① 新株予約権を行使するため

には、その割当てを受けた時か

ら権利行使時に至るまでの間、

継続して当社または当社連結子

会社の取締役または従業員のい

ずれかに在任または在職するこ

とを要する。ただし、任期満了

による退任、定年退職、その他

取締役会が正当な理由があると

認めた場合はこの限りではな

い。 

 ② 新株予約権の割当てを受けた

者が上記(6)の新株予約権を行

使することができる期間中に死

亡した場合、相続人がその権利

を承継するものとする。

 ③ その他の条件については、取

締役会決議に基づき当社と新株

予約権者との間で締結する新株

予約権割当契約の定めるところ

による。 

(8) 譲渡による新株予約権の取得の

制限

譲渡による新株予約権の取得に
ついては、当社取締役会の承認
を要する。

(9) その他

その他割り当てる新株予約権の
内容、募集事項、および細目に
ついては当社取締役会の決議に
よりこれを定める。



 
  

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)

――――― ――――― （当社従業員ならびに当社連結子会

社の取締役および従業員に対するス

トックオプションの件）

平成17年６月29日開催の当社定時株

主総会において、「当社従業員なら

びに当社連結子会社の取締役および

従業員に対しストックオプションと

して発行する新株予約権の募集事項

の決定を当社取締役会に委任する

件」を決議致しました。

(1) 新株予約権の割当対象者 

当社従業員ならびに当社子会社

の取締役および従業員

(2) 新株予約権の目的たる株式の種

類および数 

当社普通株式3,000株を上限と

する。 

(3) 発行する新株予約権の総数 

3,000個を上限とする。

(4) 新株予約権の発行価額 

無償とする。 

(5) 新株予約権の行使に際して払込

みをなすべき金額

 新株予約権の行使に際してす

る出資の目的は金銭とし、その

価額は、新株予約権の行使に際

して払込をすべき１株当たりの

金額（以下「行使価額」とい

う）に各新株予約権の目的であ

る株式の数を乗じた価額とす

る。行使価額は、新株予約権を

割り当てる日の属する月の前月

の各日（取引が成立しない日を

除く）における株式会社ジャス

ダック証券取引所が公表する当

社普通株式の最終価格（以下、

「最終価格」という）の平均値

に1.05を乗じて得た金額とし、

１円未満の端数は切り上げる。

ただし、当該金額が新株予約権

を割り当てる日の最終価格（当

日に最終価格がない場合は、そ

れに先立つ直近日の最終価格）

を下回る場合は、新株予約権を

割り当てる日の最終価格を払い

込み金額とする。  

  なお、割当日以降、当社が株

式分割又は株式併合を行う場

合、次の算式により払込価額を

調整し、調整により生ずる１円

未満の端数は切り上げる。



 
  

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)

調整後
＝

調整前
×

1

行使価額 行使価額 分割・併合の
比率

 

また、発行日以降、当社が時価

を下回る価額で当社普通株式に

つき、新株式を発行または自己

株式の処分を行う場合（新株予

約権の行使による場合を除

く。）は、次の算式により調整

し、調整により生ずる１円未満

の端数は切り上げる。

調整後
＝
調整前

×
行使価額 行使価額

新規発行
×
1株当たり

既発行
+

株式数 払込価額

株式数 1株当たりの時価

既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において、「既発行株

式数」とは当社の発行済普通株

式数から当社が保有する自己株

式数を控除した数とし、自己株

式の処分を行う場合には、「新

規発行株式数」を「処分する自

己株式数」、「１株当たり払込

価額」を「１株当たり処分金

額」に各々読み替えるものとす

る。  

 さらに、割当日以降、当社が

合併等を行う場合、株式の無償

割り当てを行う場合、その他こ

れらの場合に準じた払込価額の

調整を必要とする事由が生じた

ときには、それぞれの条件等を

勘案のうえ、合理的な範囲で行

使価額を調整するものとする。 

(6) 新株予約権の権利行使期間

平成20年７月１日から平成24年
６月30日まで 

(7) 新株予約権の行使の条件 

①新株予約権を行使するために

は、その割当てを受けた時から

権利行使時に至るまでの間、継

続して当社または当社連結子会

社の取締役または従業員のいず

れかに在任または在職すること

を要する。ただし、任期満了に

よる退任、定年退職、その他取

締役会が正当な理由があると認

めた場合はこの限りではない。



前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)

②新株予約権の割当てを受けた者

が上記(6)の新株予約権を行使

することができる期間中に死亡

した場合、相続人がその権利を

承継するものとする。

③その他の条件については、取締

役会決議に基づき当社と新株予

約権者との間で締結する新株予

約権割当契約の定めるところに

よる。

(8) 譲渡による新株予約権の取得

の制限  

譲渡による新株予約権の取得に

ついては、当社取締役会の承認

を要する。



(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

 
  

  

(1) 有価証券届出書（一般募集による増資）及びその添付書類 平成18年４月19日 

関東財務局長に提出

(2) 有価証券届出書（第三者割当による増資）及びその添付書類 平成18年４月19日 

関東財務局長に提出

(3) 有価証券届出書の訂正届出書 
上記(1)に係る訂正届出書であります。

平成18年４月27日 

関東財務局長に提出

(4) 有価証券届出書の訂正届出書 

上記(1)に係る訂正届出書であります。

平成18年５月９日 

関東財務局長に提出

(5) 有価証券届出書の訂正届出書 

上記(2)に係る訂正届出書であります。

平成18年５月９日 

関東財務局長に提出

(6) 有価証券届出書の訂正届出書 

上記(2)に係る訂正届出書であります。

平成18年５月29日 

関東財務局長に提出

(7) 有価証券報告書及びその添付書類 

事業年度（第９期）（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日)

平成18年６月29日 

関東財務局長に提出

(8) 臨時報告書 

証券取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令

第19条第２項第２号の２（ストックオプションを目的とした新株予約

権の発行）の規定に基づく臨時報告書であります。

平成18年８月23日 

関東財務局長に提出

(9) 有価証券届出書（ストックオプションを目的とした新株予約権の発

行）及びその添付書類

平成18年８月23日 

関東財務局長に提出

(10) 有価証券届出書の訂正届出書 

上記(9)に係る訂正届出書であります。

平成18年８月24日 

関東財務局長に提出

(11) 有価証券届出書の訂正届出書 

上記(9)に係る訂正届出書であります。

平成18年９月１日 

関東財務局長に提出

(12) 臨時報告書の訂正報告書 

上記(8)に係る訂正報告書であります。

平成18年９月７日 

関東財務局長に提出

(13) 臨時報告書 

証券取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令

第19条第２項第12号並びに第19号（投資有価証券売却益の発生）の規

定に基づく臨時報告書であります。

平成18年10月10日 

関東財務局長に提出

(14) 臨時報告書 

証券取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令

第19条第２項第12号並びに第19号（投資有価証券評価損の発生）の規

定に基づく臨時報告書であります。

平成18年10月10日 

関東財務局長に提出



該当事項はありません。 

  

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

平成17年12月22日

株式会社テレウェイヴ 

取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている株式会社テレウェイヴの平成17年４月１日から平成18年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計

期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照

表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査

を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結

財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続

等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査

の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、株式会社テレウェイヴ及び連結子会社の平成17年９月30日現在の財政状態並びに

同日をもって終了する中間連結会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)の経営成績及びキャ

ッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 

  

 

新日本監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  浜  田  正  継  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  荒  尾  泰  則  ㊞

(注)上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別

途保管しております。



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

平成18年12月25日

株式会社テレウェイヴ 

取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている株式会社テレウェイヴの平成18年４月１日から平成19年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計

期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照

表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について

中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から

中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続

等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査

の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、株式会社テレウェイヴ及び連結子会社の平成18年９月30日現在の財政状態並びに

同日をもって終了する中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)の経営成績及びキャ

ッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 

  

 

新日本監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  浜  田  正  継  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  荒  尾  泰  則  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  大  津  素  男  ㊞

(注)上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別

途保管しております。



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

平成17年12月22日

株式会社テレウェイヴ 

取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている株式会社テレウェイヴの平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第９期事業年度の中間会計期

間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間

損益計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は

独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、株式会社テレウェイヴの平成17年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間

会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているもの

と認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 

  

 

新日本監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  浜  田  正  継  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  荒  尾  泰  則  ㊞

(注)上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別

途保管しております。



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

平成18年12月25日

株式会社テレウェイヴ 

取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている株式会社テレウェイヴの平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第10期事業年度の中間会計期

間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損

益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者

にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、株式会社テレウェイヴの平成18年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間

会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているもの

と認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 

  

 

新日本監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  浜  田  正  継  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  荒  尾  泰  則  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  大  津  素  男  ㊞

(注)上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別

途保管しております。
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